
JP 6489130 B2 2019.3.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　心拍数の時系列データを取得し、
　前記心拍数の時系列データに含まれる部分データごとに、前記部分データの第１所定期
間に現れる第１ピークに後続し、前記第１所定期間終了後の第２所定期間に現れる第２ピ
ークに関する特徴量を算出し、
　前記部分データごとに算出された第２ピークに関する特徴量を用いて、前記部分データ
における食事の有無を判定し、
　前記食事が有りと判定された部分データから食事時刻を推定する、処理を実行させ、
　前記第１所定期間の期間長は、食事に要する時間に基づいて決定し、
　前記第２所定期間の期間長は、摂食物の消化に要する時間に基づいて決定する、
　ことを特徴とする食事推定プログラム。
【請求項２】
　前記算出する処理は、前記第２ピークに関する特徴量として、前記第２ピーク周辺の心
拍数の部分波形により形成される面積を算出することを特徴とする請求項１に記載の食事
推定プログラム。
【請求項３】
　前記算出する処理は、前記第２ピークに関する特徴量として、前記第２ピークへの心拍
数の上昇速度および前記第２ピークからの心拍数の回復速度を算出することを特徴とする
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請求項１に記載の食事推定プログラム。
【請求項４】
　前記算出する処理は、前記第２ピークに関する特徴量として、前記第２ピークまでの心
拍数の上昇時間および前記第２ピークからの心拍数の回復時間を算出することを特徴とす
る請求項１に記載の食事推定プログラム。
【請求項５】
　前記算出する処理は、前記第１ピークに関する特徴量をさらに算出することを特徴とす
る請求項１に記載の食事推定プログラム。
【請求項６】
　前記コンピュータに、
　加速度の時系列データを取得し、
　前記加速度の時系列データから前記食事の摂食動作に対応する加速度変化を判定する処
理をさらに実行させ、
　前記判定する処理は、前記食事の摂食動作に対応する加速度変化を用いて、前記部分デ
ータにおける食事の有無をさらに判定することを特徴とする請求項１に記載の食事推定プ
ログラム。
【請求項７】
　前記コンピュータに、
　加速度の時系列データを取得し、
　前記加速度の時系列データから運動に対応する加速度変化を判定し、
　前記心拍数の時系列データから前記運動に対応する加速度変化の区間を除去または除去
後に内挿補完する処理をさらに実行させることを特徴とする請求項１に記載の食事推定プ
ログラム。
【請求項８】
　コンピュータに、
　心拍数の時系列データを取得し、
　前記心拍数の時系列データに含まれる部分データごとに、前記部分データの開始時刻よ
りも後の１番目に現れる第１ピークからの回復変化に関する特徴量と、前記第１ピークに
後続して２番目に現れる第２ピークからの回復変化に関する特徴量とを算出し、
　前記部分データごとに算出された第１ピーク及び第２ピークの回復変化に関する特徴量
を用いて、前記部分データにおける食事の有無を判定し、
　前記食事が有りと判定された部分データから食事時刻を推定する
　処理を実行させることを特徴とする食事推定プログラム。
【請求項９】
　コンピュータが、
　心拍数の時系列データを取得し、
　前記心拍数の時系列データに含まれる部分データごとに、前記部分データの第１所定期
間に現れる第１ピークに後続し、前記第１所定期間終了後の第２所定期間に現れる第２ピ
ークに関する特徴量を算出し、
　前記部分データごとに算出された第２ピークに関する特徴量を用いて、前記部分データ
における食事の有無を判定し、
　前記食事が有りと判定された部分データから食事時刻を推定する、処理を実行し、
　前記第１所定期間の期間長は、食事に要する時間に基づいて決定し、
　前記第２所定期間の期間長は、摂食物の消化に要する時間に基づいて決定する、
　ことを特徴とする食事推定方法。
【請求項１０】
　心拍数の時系列データを取得する取得部と、
　前記心拍数の時系列データに含まれる部分データごとに、前記部分データの第１所定期
間に現れる第１ピークに後続し、前記第１所定期間終了後の第２所定期間に現れる第２ピ
ークに関する特徴量を算出する算出部と、
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　前記部分データごとに算出された第２ピークに関する特徴量を用いて、前記部分データ
における食事の有無を判定する判定部と、
　前記食事が有りと判定された部分データから食事時刻を推定する推定部と、を有し、
　前記第１所定期間の期間長は、食事に要する時間に基づいて決定し、
　前記第２所定期間の期間長は、摂食物の消化に要する時間に基づいて決定する、
　ことを特徴とする食事推定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食事推定プログラム、食事推定方法及び食事推定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メタボリック症候群や糖尿病を始めとする生活習慣病の予防や、ダイエット、医療サー
ビスなどのヘルスケアが注目されている。かかるヘルスケアを行う場合には、日頃の運動
や食事などの生活習慣を記録することにより、自己の生活習慣の問題点に気付き、改善し
ていくプロセスが求められる。
【０００３】
　例えば、「食事」に関する予防策として、下記の通り、「いつ」、「何を」、「どれだ
け」などの食事のコントロール方法が挙げられている。具体的には、規則正しく三食を摂
る（いつ）、朝食をとる（いつ）、バランス良く栄養をとる（何を）、カロリーを摂取し
過ぎない（どれだけ）、塩分は控える（何を）といった項目が挙げられている。
【０００４】
　ここで、例えば、「いつ」食べたのかという記録があれば、不規則な食習慣を検知し、
予防のアドバイスを提供するなどのサービスを実施することもできる。
【０００５】
　例えば、食事判定を行う技術の一例として、食行動検知システム、発話・飲食状態検出
システムや食行動検出装置などが提案されている。例えば、食行動検知システムでは、食
物摂取の際の、腕を上げて降ろす動作を加速度センサを用いて検出することにより、食事
判定を行う。また、発話・飲食状態検出システムでは、物を食べる際に咀嚼する事を利用
し、体内音の咀嚼特有の周波数パターンを検出する。また、食行動検出装置の場合、食卓
上などに赤外線センサを設置した状況の下、食卓付近で人体を検出した後に人体が頻繁に
動いているかどうかを閾値処理する。
【０００６】
　ところが、これらの技術のいずれにおいても、食事行動を推定するために、食事の仕方
が制限されたり、あるいは食事行動を推定する場所に制約があったりするので、汎用性に
欠ける面がある。例えば、食行動検知システムで想定される加速度の傾向は、あくまでも
食物摂取時になされる腕の動作の一面にしか対応しておらず、それ以外の腕の動作がなさ
れる場合には加速度の傾向が異なるので、検出漏れが発生する。また、発話・飲食状態検
出システムの場合、食事時にマイクを首に装着させることになるので、身体に負担がかか
り、かつ見栄えも悪くなってしまう。また、食行動検出装置の場合、赤外線センサが設置
された場所などように、固定された環境での食事しか認識することはできない。
【０００７】
　また、食事判定に脈波を用いる技術の一例として、生活管理端末装置も提案されている
。この生活管理端末装置では、食事時に起る咀嚼特徴が現れることに加え、脈拍数が上昇
し、かつ皮膚導電率に急激な上昇がない場合に食事中であると判断する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－１１５５０８号公報
【特許文献２】特開２０１２－６１７９０号公報
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【特許文献３】特開２００４－８１４７１号公報
【特許文献４】特開２０１０－１５８２６７号公報
【特許文献５】特開２００７－４８１８０号公報
【特許文献６】特表平１０－５０４７３９号公報
【特許文献７】特開２００３－１７３３７５号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】甫足　創，松田　裕司，柳井　啓司　「候補領域推定による複数品目に
対応した食事画像認識」画像の認識・理解シンポジウム（MIRU11）　２０１１年７月　ht
tp://img.cs.uec.ac.jp/pub/conf11/110720hoashi_0.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記の技術では、次に説明するように、食事判定に誤判定が起こる場合
がある。
【００１１】
　すなわち、上記の生活管理端末装置では、食事判定に皮膚導電率が用いられる。かかる
皮膚導電率は、発汗時等にその計測精度が低下するので、食事判定にも誤判定が発生する
可能性が高まる。また、上記の生活管理端末において皮膚導電率を用いずに脈拍数だけを
用いたとしても、食事以外の原因、例えば精神の緊張、環境温度の変化や運動行為などに
より脈拍数が上昇するので、この場合にも誤判定が起こる。
【００１２】
　１つの側面では、本発明は、食事判定の精度低下を抑制できる食事推定プログラム、食
事推定方法及び食事推定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一態様の食事推定プログラムは、コンピュータに、心拍数の時系列データを取得し、前
記心拍数の時系列データに含まれる部分データごとに、食事開始後に心拍数のピークが先
行して現れる第１ピークよりも後続して現れる第２ピークに関する特徴量を算出し、前記
部分データごとに算出された第２ピークに関する特徴量を用いて、前記部分データにおけ
る食事の有無を判定し、前記食事が有りと判定された部分データから食事時刻を推定する
処理を実行させる。
【発明の効果】
【００１４】
　食事判定の精度低下を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施例１に係るヘルスケア支援システムの構成を示す図である。
【図２】図２は、心拍数データの一例を示す図である。
【図３】図３は、心拍数データの一例を示す図である。
【図４】図４は、心拍数データの一例を示す図である。
【図５】図５は、特徴量（１）の算出方法の一例を示す図である。
【図６】図６は、特徴量（２）の算出方法の一例を示す図である。
【図７】図７は、特徴量（２）の算出方法の一例を示す図である。
【図８】図８は、特徴量（２）の算出方法の一例を示す図である。
【図９】図９は、特徴量（２）の算出方法の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、特徴量（３）の算出方法の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、特徴量（４）の算出方法の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、特徴量（４）の算出方法の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、特徴量（５）の算出方法の一例を示す図である。
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【図１４】図１４は、加速度データの一例を示す図である。
【図１５】図１５は、ノイズ心拍数の除去方法の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、変化点による除去期間の算出方法の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、窓データの作成方法の一例を示す図である。
【図１８】図１８は、加速度データの一例を示す図である。
【図１９】図１９は、識別境界の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、ヘルスケア支援サービスの一例を示す図である。
【図２１】図２１は、ヘルスケア支援サービスの一例を示す図である。
【図２２】図２２は、心拍数データの一例を示す図である。
【図２３】図２３は、加速度データの一例を示す図である。
【図２４】図２４は、心拍数と摂食動作回数及び運動期間との対応関係表の一例を示す図
である。
【図２５】図２５は、ノイズ心拍数の除去例を示す図である。
【図２６】図２６は、窓データの抽出結果の一例を示す図である。
【図２７】図２７は、窓データの一例を示す図である。
【図２８】図２８は、食事前心拍数の決定方法の一例を示す図である。
【図２９】図２９は、特徴量の算出過程の一例を示す図である。
【図３０】図３０は、窓データの一例を示す図である。
【図３１】図３１は、特徴量の算出過程の一例を示す図である。
【図３２】図３２は、特徴量の算出過程の一例を示す図である。
【図３３】図３３は、特徴量の算出過程の一例を示す図である。
【図３４】図３４は、近似誤差の一例を示す図である。
【図３５】図３５は、特徴量の算出過程の一例を示す図である。
【図３６】図３６は、観測特徴量リストの一例を示す図である。
【図３７】図３７は、摂食動作回数リストの一例を示す図である。
【図３８】図３８は、教師データの一例を示す図である。
【図３９】図３９は、食事推定モデルの一例を示す図である。
【図４０】図４０は、食事有無の推定結果の一例を示す図である。
【図４１】図４１は、摂食動作回数リストを用いる食事判定の一例を示す図である。
【図４２】図４２は、実施例１に係る全体フローの手順を示すフローチャートである。
【図４３】図４３は、特徴量（１）の算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図４４】図４４は、特徴量（２）の算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図４５】図４５は、特徴量（３）の算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図４６】図４６は、特徴量（４）の算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図４７】図４７は、特徴量（５）の算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図４８】図４８は、実施例１及び実施例２に係る食事推定プログラムを実行するコンピ
ュータのハードウェア構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照して本願に係る食事推定プログラム、食事推定方法及び食事推定
装置について説明する。なお、この実施例は開示の技術を限定するものではない。そして
、各実施例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
【実施例１】
【００１７】
［システム構成］
　図１は、実施例１に係るヘルスケア支援システムの構成を示す図である。図１に示すヘ
ルスケア支援システム１は、各種のヘルスケア支援サービスを提供するものである。例え
ば、ヘルスケア支援サービスの一例として、センサ端末１０により採取されたセンシング
データを用いてセンサ端末１０のユーザの生活行動、例えば食事時刻を記録するサービス
、さらには、その記録を活用する派生のサービスなどが挙げられる。
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【００１８】
　かかるヘルスケア支援サービスの一環として、ヘルスケア支援システム１は、心拍数の
時系列データからユーザの食事時刻を推定する場合に、食事開始後に現れる２つの心拍数
変化のピークに関する特徴量を用いる。これによって、例えば、食事以外の原因、例えば
精神の緊張、環境温度の変化や運動行為などによって心拍数が上昇する場面で食事時刻が
推定されるのを抑制し、もって食事時刻の誤判定を抑制する。
【００１９】
　以下では、上記２つの心拍数変化のピークのうち食事開始後に先行して出現するピーク
のことを「第１ピーク」と記載すると共に、第１ピークに後続して出現するピークのこと
を「第２ピーク」と記載する場合がある。
【００２０】
　図１に示すように、ヘルスケア支援システム１には、センサ端末１０と、サーバ装置１
００とが収容される。なお、図１には、センサ端末が１つである場合を図示したが、ヘル
スケア支援システム１には、複数のセンサ端末が収容されることとしてもかまわない。
【００２１】
　これらセンサ端末１０及びサーバ装置１００の間は、ネットワーク５を介して相互に通
信可能に接続される。かかるネットワーク５には、有線または無線を問わず、ＬＡＮ（Lo
cal　Area　Network）やＶＰＮ（Virtual　Private　Network）などの構内通信網を始め
、インターネット（Internet）などの任意の種類の通信網を採用できる。
【００２２】
　センサ端末１０は、センサを実装する端末装置である。
【００２３】
　一実施形態として、センサ端末１０には、ヘルスケア専用の端末装置、スマートグラス
やスマートウォッチ等のウェアラブルガジェット、さらには、携帯端末装置などを採用で
きる。なお、携帯端末装置には、スマートフォン、携帯電話機やＰＨＳ（Personal　Hand
yphone　System）などの移動体通信端末のみならず、タブレット端末やスレート端末など
がその範疇に含まれる。
【００２４】
　かかるセンサ端末１０には、少なくとも心拍センサが実装される。この心拍センサを用
いて、センサ端末１０は、例えば、センサ端末１０を利用するユーザの単位時間当たりの
心拍数を検出する。このように心拍センサを用いてセンシングされる心拍数の時系列デー
タは、特徴量の算出や食事開始時刻の推定に用いられる。以下では、心拍センサを用いて
センシングされる心拍数の時系列データのことを「心拍数データ」と記載する場合がある
。かかる心拍センサ以外にも、センサ端末１０には、加速度センサを実装することもでき
る。この加速度センサには、一例として、３軸の加速度センサを採用することができる。
このように加速度センサを用いてセンシングされる３軸の加速度の時系列データ、すなわ
ちセンサ端末１０の上下左右前後の加速度変化は、センサ端末１０を使用するユーザが歩
行、昇降や走行などの運動状態を検出するのに用いられる。これによって、加速度の時系
列データは、心拍数の時系列データから運動状態が継続する運動期間を除去するのに寄与
する。以下では、加速度センサを用いてセンシングされる加速度の時系列データのことを
「加速度データ」と記載する場合がある。なお、ここでは、一例として、心拍センサ及び
加速度センサを例示したが、ジャイロセンサやＧＰＳ（Global　Positioning　System）
受信機などの他のセンサが実装されることを妨げない。
【００２５】
　このように心拍センサが実装される場合、ユーザの生体部位、例えば胸、腕、手首など
に装着する装着型の心拍センサを採用することができる。例えば光電脈波センサによる脈
拍を採用することも出来る。この場合、ヘルスケア専用に心拍センサを実装することもで
きれば、ウェアラブルガジェットが心拍センサを搭載する場合、その心拍センサを流用す
ることもできる。さらに、必ずしも心拍数を検出する心拍センサがセンサ端末１０に実装
されずともよく、心電信号を検出する心電センサがセンサ端末１０に実装されることとし



(7) JP 6489130 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

てもかまわない。また、心拍センサには、必ずしも装着型のものを採用せずともかまわな
い。例えば、ユーザの生体の一部が所定のサンプリング周波数で撮像される画像に関する
輝度の時系列変化から心拍数を検出したり、ＲＦ（Radio　Frequency）モーションセンサ
を用いて拍動に伴うドップラ周波数を検出したりすることにより、心拍数の検出をユーザ
の生体部位に非接触の状態で実現することとしてもかまわない。
【００２６】
　ここで、センサ端末１０からサーバ装置１００へは、上記の心拍数データから求められ
た特徴量と、上記の加速度データとがユーザの識別情報、例えばセンサ端末１０のマシン
名やシリアル番号などが対応付けられた状態で伝送される。このように特徴量をセンサ端
末１０に算出させるのは、ネットワークへ送出されるデータ量を低減すると共に、伝送時
に個人情報である心拍数データが第三者に公開される事態を抑制するためである。なお、
ここでは、センサ端末１０からサーバ装置１００へ特徴量が伝送される場合を例示したが
、センサ端末１０に心拍数データを送出させることによりサーバ装置１００に特徴量を算
出させることとしてもかまわない。
【００２７】
　サーバ装置１００は、上記のヘルスケア支援サービスを提供するコンピュータである。
【００２８】
　一実施形態として、サーバ装置１００は、パッケージソフトウェアやオンラインソフト
ウェアとして上記のヘルスケア支援サービスを実現する食事時刻の推定プログラムを所望
のコンピュータにインストールさせることによって実装できる。例えば、サーバ装置１０
０は、上記のヘルスケア支援サービスを提供するＷｅｂサーバとして実装することとして
もよいし、アウトソーシングによって上記のヘルスケア支援サービスを提供するクラウド
として実装することとしてもかまわない。
【００２９】
　例えば、サーバ装置１００は、センサ端末１０から受け付けた特徴量を用いて、センサ
端末１０のユーザの食事時刻を推定する。その上で、サーバ装置１００は、食事時刻を記
録したり、それまでに記録された食事時刻から所定期間、例えば１週間などにわたる食事
時間帯の一覧表を生成した上で出力したり、それまでに記録された食事時刻から食習慣ま
たはダイエットに関する分析を行った上で各種のアドバイスを出力したりする。例えば、
センサ端末１０が表示デバイス、音声出力デバイス、印字デバイスなどの出力デバイスを
有する場合、上記の各種の情報をセンサ端末１０の出力デバイスを介して出力させること
ができる。また、情報の出力先は、必ずしもセンサ端末１０でなくともよく、ユーザが使
用する他の端末装置とすることもできるし、その関係者、例えばユーザの親族、医療また
は介護の担当者などが使用する端末装置とすることもできる。これによって、上記のヘル
スケア支援サービスが実現される。
【００３０】
　以下では、本実施例に係るヘルスケア支援システム１で食事時刻の推定に用いる特徴量
について説明してから、本実施例に係るヘルスケア支援システム１に含まれる各装置の機
能的構成について説明することとする。
【００３１】
［特徴量］
　図２は、心拍数データの一例を示す図である。図２には、一例として、食事開始前後の
心拍数の変化がグラフ化されている。図２に示す縦軸は、単位時間当たりの心拍数を指し
、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を指す。
【００３２】
　図２に示すように、食事に伴って食事開始後に発生する心拍数の変化には、時間経過に
伴って心拍数が上昇（増加）して下降（減少）に転ずる２つのピークが存在する。すなわ
ち、食事開始時刻Ｔｓから時間経過に伴って、食事開始後に先行して出現する心拍数変化
のピークである「第１ピーク」と、第１ピークに後続して出現する心拍数変化のピークで
ある「第２ピーク」とが出現する。なお、以下では、第１ピークの部分の波形を含む所定
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の領域のことを「第１ピーク領域Ａ１」と記載し、第２ピークの部分の波形を含む所定の
領域のことを「第２ピーク領域Ａ２」と記載する場合がある。
【００３３】
　このうち、「第１ピーク」は、食事行為に伴う心拍上昇であり、例えば、食道の蠕動運
動に起因する心拍数上昇と推定される。また、「第２ピーク」は、例えば、食事行為によ
り摂取された摂取物、すなわち食物等に対する消化器官（胃腸等）内の消化活動に起因す
る心拍数上昇と推定される。
【００３４】
　このように、食事後には、第１ピークが現れた後に第２ピークが現れ、かつ第１ピーク
よりも第２ピークの方が長期間にわたる傾向にある。このような傾向を食事とそれ以外の
要因による心拍上昇を弁別するために、下記の（１）～（５）に示す通り、第１ピークま
たは第２ピークに関する特徴量を定義する。
【００３５】
　図３及び図４は、心拍数データの一例を示す図である。これら図３及び図４には、食事
開始前後の心拍数の変化がグラフ化されており、図３及び図４に示す縦軸は、単位時間当
たりの心拍数を指し、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を指す。このうち、
図３には、特徴量（１）、（３）及び（５）が図示される一方で、図４には、特徴量（２
）及び（４）が図示されている。なお、図３に示す「ＢＬ」は、心拍数のベースラインを
指す。かかるベースラインＢＬは、食事を原因とする心拍数の上昇幅を求めるための基準
値である。これは、ユーザが食事を行う場面の各々で心拍数が同一の値をとるとは限らな
いので、心拍数の絶対値の代わりに、心拍数の上昇幅を用いて特徴量を求めることにより
、食事が摂取される各場面で心拍数がばらつくことによって食事時刻の推定精度が低下す
るのを抑制するために用いられる。例えば、ベースラインの心拍数の値として、食事開始
時刻Ｔｓの心拍数を用いることができる他、ユーザの食事開始前の３０分間、１時間等の
所定期間の心拍数の平均値、食事開始時刻Ｔｓの心拍数、第１ピークと第２ピークとの間
で最小となる心拍数を採用できる。
【００３６】
　例えば、（１）面積、（２）速度、（３）振幅、（４）時間および（５）食事前などの
５つの観点から、心拍数の変化の原因が食事である尤もらしさを表す特徴量を定義できる
。なお、ここでは、５つの特徴量を例示したが、必ずしも全ての特徴量を食事時刻の推定
に用いずともよく、５つの特徴量のうち少なくともいずれか１つの特徴量を用いることに
より食事時刻を推定できる。
【００３７】
　すなわち、図３に示すように、第１ピーク領域Ａ１の面積、及び、第２ピーク領域Ａ２
の面積が特徴量（１）として定義される。また、図４に示すように、第１ピークへ至るま
での心拍数の上昇速度、第２ピークへ至るまでの心拍数の上昇速度、第１ピークからの心
拍数の回復速度、及び、第２ピークからの心拍数の回復速度が特徴量（２）として定義さ
れる。また、図３に示すように、第１ピークを形成する波形のうち心拍数が最大の値をと
る最大心拍数Ｐ１、及び、第２ピークを形成する波形のうち心拍数が最大の値をとる最大
心拍数Ｐ２が特徴量（３）として定義される。また、図４に示すように、食事開始時刻Ｔ
ｓを始点としたとき、最大心拍数Ｐ１が計測される時刻を終点とする経過時間ｔ１、最大
心拍数Ｐ１を経た心拍数が所定値まで回復する時刻を終点とする経過時間ｔ２、最大心拍
数Ｐ２が計測される時刻を終点とする経過時間ｔ３、及び、最大心拍数Ｐ２を経た心拍数
が所定値まで回復する時刻を終点とする経過時間ｔ４が特徴量（４）として定義される。
また、図３に示すように、食事開始時刻Ｔｓ以前に計測される心拍数のうち最低の値をと
る食事前心拍数と、食事開始時刻Ｔｓ以前の区間で食事前心拍数からベースラインＢＬま
での心拍数の上昇幅により形成される領域の面積とが特徴量（５）として定義される。な
お、以下では、上記の上昇速度および上記の回復速度を総称して「応答速度」と記載する
場合がある。
【００３８】
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　以下では、上記５つの特徴量、すなわち（１）面積、（２）速度、（３）振幅、（４）
時間および（５）食事前についてその算出方法を説明する。
【００３９】
（１）面積
　図５は、特徴量（１）の算出方法の一例を示す図である。図５には、食事開始前後の心
拍数の変化がグラフ化されており、図５に示す縦軸は、単位時間当たりの心拍数を指し、
横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を指す。
【００４０】
　上記の特徴量（１）のうち、第１ピーク領域Ａ１の面積Ｓ１は、図５に示すように、食
事期間Ｔａ１においてベースラインＢＬからの心拍数の上昇幅を合計することにより求め
ることができる。なお、ここでは、心拍数の上昇幅を合計することにより面積を算出する
場合を例示したが、心拍数の上昇幅の平均値を算出することにより面積を求めることとし
てもかまわない。
【００４１】
　例えば、食事期間Ｔａ１には、図５に破線で示すように、食事開始時刻Ｔｓを始点とし
、心拍数が第１ピークを経てベースラインＢＬまで回復した時刻を終点とする区間が設定
される。ここで、第１ピーク付近における心拍数の変動は、ユーザの蠕動運動に影響を受
ける。例えば、蠕動運動が長引く場合、心拍数が第１ピークを過ぎた後にベースラインＢ
Ｌまで回復しないケースも想定され得る。このことから、食事期間Ｔａ１の終点は、第１
ピークと第２ピークとの区間における最小の心拍数をとる時刻とすることもできる。また
、食事期間Ｔａ１の終点は、食事開始時刻Ｔｓから一定期間、例えば１０分間や２０分間
などにわたって経過した時刻とすることもできる。なお、上記の一定期間は、一例として
、蠕動運動の所要時間の統計値を基準に決定することができる。
【００４２】
　一方、第２ピーク領域Ａ２の面積Ｓ２は、一例として、食後期間Ｔａ２においてベース
ラインＢＬからの心拍数の上昇幅を合計することにより求めることができる。
【００４３】
　例えば、食後期間Ｔａ２には、第１ピーク領域Ａ１の食事期間Ｔａ１の終点もしくはそ
の終点よりも後の時刻を始点とし、心拍数が第２ピークを経てベースラインＢＬまで回復
した時刻を終点とする区間が設定される。ここで、第２ピークにおける心拍数の変動は、
消化器官内の消化活動に影響を受ける。例えば、消化活動が長引く場合、心拍数が第２ピ
ークを過ぎた後にベースラインＢＬまで回復しないケースも想定され得る。このことから
、食後期間Ｔａ２の終点は、食後期間Ｔａ２の始点から一定期間、例えば２４０分間にわ
たって経過した時刻とすることもできる。なお、上記の一定期間は、一例として、消化活
動の所要時間の統計値を基準に決定することができる。
【００４４】
　なお、ここでは、第１ピーク領域Ａ１の面積Ｓ１及び第２ピーク領域Ａ２の面積Ｓ２が
ベースラインＢＬからの心拍数の上昇幅から算出される場合を例示したが、これに限らず
、食事前心拍数からの上昇幅から算出することとしてもかまわない。
【００４５】
（２）速度
　図６～図９は、特徴量（２）の算出方法の一例を示す図である。これら図６～図９の縦
軸は、単位時間当たりの心拍数を指し、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を
指す。このうち、図６及び図７には、食事開始後に計測される心拍数の波形のうち第１ピ
ーク付近の波形がクローズアップされて図示される一方で、図８及び図９には、第２ピー
ク付近の波形がクローズアップされて図示されている。なお、図６及び図７では、心拍数
の波形のうち食事期間Ｔａ１に対応する区間が破線で囲われる一方で、図８及び図９では
、心拍数の波形のうち食後期間Ｔａ２に対応する区間が破線で囲われている。
【００４６】
　上記の特徴量（２）のうち、第１ピークへ至るまでの心拍数の上昇速度は、例えば、食
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事開始時刻Ｔｓを始点とし、食事期間Ｔａ１で最大心拍数Ｐ１が計測された時刻を終点と
する期間で観測される心拍数の上昇変化から算出できる。具体的には、図６に示すように
、食事開始時刻Ｔｓから最大心拍数Ｐ１が計測された時刻までの期間を「近似対象期間Ｔ
ｓ＿Ｐ１」に設定し、図６に一点鎖線で示された近似対象期間Ｔｓ＿Ｐ１に含まれる心拍
数のデータ列に対し、一次関数等による関数近似を行う。これによって、近似対象期間Ｔ
ｓ＿Ｐ１の心拍数の推移に近似された近似式の傾きを求める。かかる傾きは、近似対象期
間Ｔｓ＿Ｐ１内の心拍数の上昇速度と等価であるので、これを第１ピークの上昇速度とし
て用いることができる。
【００４７】
　これと同様に、第１ピークからの心拍数の回復速度についても算出することができる。
例えば、食事期間Ｔａ１で最大心拍数Ｐ１が計測された時刻から、食事終了後の一定期間
を経過するまでの心拍数の回復変化を速度として算出できる。かかる食事終了後の一定期
間には、一例として、５分間といった分単位の期間を採用することできる。具体的には、
図７に示すように、最大心拍数Ｐ１が計測された時刻から、食事終了後の一定期間を経過
するまでの期間が「近似対象期間Ｔａ１＿Ｐ１」に設定される。このような設定の下、図
７に一点鎖線で示された近似対象期間Ｔａ１＿Ｐ１に含まれる心拍数のデータ列に対し、
一次関数等による関数近似を行う。これによって、近似対象期間Ｔｓ＿Ｐ１の心拍数の推
移に近似された近似式の傾きを求める。かかる傾きは、近似対象期間Ｔｓ＿Ｐ１内の心拍
数の回復速度と等価であるので、これを第１ピークの回復速度として用いることができる
。
【００４８】
　また、第２ピークへ至るまでの心拍数の上昇速度は、一例として、食後期間Ｔａ２の開
始時刻、すなわち食事期間Ｔａ１の終了時刻を始点とし、食後期間Ｔａ２内で最大心拍数
Ｐ２が計測された時刻を終点とする期間で観測される心拍数の上昇変化から算出できる。
具体的には、図８に示すように、食後期間Ｔａ２の開始時刻から最大心拍数Ｐ２が計測さ
れた時刻までの期間を「近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２」に設定し、図８に一点鎖線で示した
近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデータ列に対し、一次関数等による関数近
似を行う。これによって、近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２の心拍数の推移に近似された近似式
の傾きを求める。かかる傾きは、近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２内の心拍数の上昇速度と等価
であるので、これを第２ピークの上昇速度として用いることができる。
【００４９】
　また、第２ピークからの心拍数の回復速度は、一例として、食後期間Ｔａ２で最大心拍
数Ｐ２が計測された時刻から、消化器官による消化活動が終了する時刻までの心拍数の回
復変化を速度として算出できる。例えば、消化活動が終了する時刻の一例として、食後期
間Ｔａ２の終了時刻を採用することができる。具体的には、図９に示すように、食後期間
Ｔａ２で最大心拍数Ｐ２が計測された時刻から、食後期間Ｔａ２の終了時刻までの期間が
「近似対象期間ＴＰ２＿ａ２」に設定される。このような設定の下、図９に一点鎖線で示
された近似対象期間ＴＰ２＿ａ２に含まれる心拍数のデータ列に対し、一次関数等による
関数近似を行う。このように近似対象期間ＴＰ２＿ａ２の心拍数の推移に近似された近似
式の傾きを求める。かかる傾きは、近似対象期間ＴＰ２＿ａ２内の心拍数の回復速度と等
価であるので、これを第２ピークの回復速度として用いることができる。
【００５０】
　なお、ここでは、２組の上昇速度および２組の回復速度を含む４つの応答速度を例示し
たが、必ずしも食事時刻の推定に全ての応答速度を用いずともかまわない。例えば、４つ
の応答速度のうち２組の上昇速度または２組の回復速度のいずれかを食事時刻の推定に用
いることができる。
【００５１】
（３）振幅
　図１０は、特徴量（３）の算出方法の一例を示す図である。図１０には、食事開始前後
の心拍数の変化がグラフ化されており、図１０に示す縦軸は、単位時間当たりの心拍数を
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指し、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を指す。
【００５２】
　上記の特徴量（３）のうち、第１ピークの振幅は、図１０に示すように、食事期間Ｔａ
１で計測される心拍数のうち心拍数が最大である最大心拍数Ｐ１を心拍数データから抽出
することにより導出することができる。これと同様に、第２ピークの振幅は、食後期間Ｔ
ａ２で計測される心拍数のうち心拍数が最大である最大心拍数Ｐ２を心拍数データを抽出
することにより導出することができる。
【００５３】
　これら第１ピークの振幅および第２ピークの振幅は、必ずしもゼロからの絶対値でなく
ともよく、最大心拍数Ｐ１または最大心拍数Ｐ２からベースラインＢＬの心拍数を差し引
くことにより、第１ピークまたは第２ピークの各々で心拍数の上昇幅の最大値を算出する
こととしてもかまわない。なお、第２ピークは、消化活動により影響を受けるので、例え
ば、食後期間Ｔａ２における最大心拍数Ｐ２を検出する時間帯を、消化活動が最も活発と
なると想定される時間帯に限定するとしてもよい。例えば、消化活動が最も活発になると
想定される時間帯の一例として、食事開始時刻Ｔｓから３０分後から８０分後までの期間
が挙げられる。
【００５４】
（４）時間
　図１１及び図１２は、特徴量（４）の算出方法の一例を示す図である。図１１及び図１
２には、食事開始前後の心拍数の変化がグラフ化されており、図１１及び図１２に示す縦
軸は、単位時間当たりの心拍数を指し、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を
指す。
【００５５】
　このうち、図１１には、食事開始後に計測される心拍数の波形のうち第１ピーク付近の
波形がクローズアップされて図示されている。さらに、図１１では、心拍数の波形のうち
食事期間Ｔａ１に対応する区間が矩形状の破線で囲われると共に、心拍数の波形のうち第
１ピークの振幅である最大心拍数Ｐ１の値をとるグラフの部分が円形状の破線で囲われて
いる。
【００５６】
　上記の特徴量（４）として定義される応答時間のうち、第１ピークまでの心拍数の上昇
時間は、図１１に示すように、食事期間Ｔａ１の開始時刻、すなわち食事開始時刻Ｔｓか
ら、食事期間Ｔａ１で最大心拍数Ｐ１が計測される時刻までの時間として算出できる。さ
らに、第１ピークからの心拍数の回復時間は、例えば、食事期間Ｔａ１で最大心拍数Ｐ１
が計測された時刻から、心拍数がベースラインＢＬの心拍数に回復するまでの時間として
算出できる。
【００５７】
　ここで、第１ピーク周辺で計測される心拍数は、上述のように、食道の蠕動運動による
影響を受けるので、心拍数が第２ピークに到達するまでの間にベースラインＢＬまで回復
しないケースが想定される。
【００５８】
　このため、第１ピークからの心拍数の回復時間は、上記の特徴量（２）で図７に示して
説明を行った近似式を使用することにより求めることもできる。図７に示した第１ピーク
の回復速度は、第１ピークの到達後に発生する心拍数の回復変化から近似された近似関数
の傾きとして算出される。それ故、図１１に示すように、近似関数の傾きで推移する心拍
数がベースラインＢＬの心拍数に到達するまでの経過時間を求めればよい。例えば、最大
心拍数Ｐ１の計測後の回復速度を表す近似関数とベースラインＢＬとの交点の時間、すな
わち図１１で円形状に一点鎖線で囲われた点の時刻を求める。つまり、近似関数が含む時
間及び心拍数の２つの変数のうち心拍数の変数にベースラインＢＬの心拍数を代入するこ
とにより交点が持つ時刻を求め、そこから最大心拍数Ｐ１が計測される時刻を差し引くこ
とにより第１ピークからの心拍数の回復時間を求めることができる。また、最大心拍数Ｐ
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１とベースラインＢＬの心拍数との差分を求め、両者の差分を近似関数の傾きで除算する
ことでも、第１ピークからの心拍数の回復時間を算出することもできる。
【００５９】
　一方、図１２では、心拍数の波形のうち食事期間Ｔａ１及び食後期間Ｔａ２に対応する
区間が矩形状の破線で囲われると共に、心拍数の波形のうち第２ピークの振幅である最大
心拍数Ｐ２の値をとるグラフの部分が円形状の破線で囲われている。
【００６０】
　上記の特徴量（４）として定義される応答時間のうち、第２ピークまでの心拍数の上昇
時間は、図１２に示すように、食事期間Ｔａ１の開始時刻、すなわち食事開始時刻Ｔｓか
ら、食後期間Ｔａ２で最大心拍数Ｐ２が計測される時刻までの時間として算出できる。さ
らに、第２ピークからの心拍数の回復時間は、例えば、食後期間Ｔａ２で最大心拍数Ｐ２
が計測された時刻から、心拍数がベースラインＢＬの心拍数に回復するまでの時間として
算出できる。
【００６１】
　ここで、第２ピーク周辺で計測される心拍数は、上述のように、消化活動による影響を
受けるので、心拍数が第２ピークの到達後にベースラインＢＬまで回復しないケースが想
定される。
【００６２】
　このため、第２ピークからの心拍数の回復時間は、上記の特徴量（２）で図９に示して
説明を行った近似式を使用することにより求めることもできる。図９に示した第２ピーク
の回復速度は、第２ピークの到達後に発生する心拍数の回復変化から近似された近似関数
の傾きとして算出される。それ故、図１２に示すように、近似関数の傾きで推移する心拍
数がベースラインＢＬの心拍数に到達するまでの経過時間を求めればよい。例えば、最大
心拍数Ｐ２の計測後の回復速度を表す近似関数とベースラインＢＬとの交点の時間、すな
わち図１２で円形状に一点鎖線で囲われた点の時刻を求める。つまり、近似関数が含む時
間及び心拍数の２つの変数のうち心拍数の変数にベースラインＢＬの心拍数を代入するこ
とにより交点が持つ時刻を求め、そこから最大心拍数Ｐ２が計測される時刻を差し引くこ
とにより第２ピークからの心拍数の回復時間を求めることができる。また、最大心拍数Ｐ
２とベースラインＢＬの心拍数との差分を求め、両者の差分を近似関数の傾きで除算する
ことでも、第２ピークからの心拍数の回復時間を算出することもできる。
【００６３】
（５）食事前
　図１３は、特徴量（５）の算出方法の一例を示す図である。図１３には、食事開始前後
の心拍数の変化がグラフ化されており、図１３に示す縦軸は、単位時間当たりの心拍数を
指し、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を指す。
【００６４】
　図１３に示すように、上記の特徴量（５）のうち、食事前心拍数は、食事開始時刻Ｔｓ
以前に計測される心拍数のうち最低の値をとる心拍数を心拍数データから抽出することに
より導出することができる。このとき、食事開始時刻Ｔｓ以前に遡る区間の一例として、
６０分間などの期間を採用することができる。さらに、食事前面積は、食事開始時刻Ｔｓ
以前の区間で食事前心拍数からの心拍数の上昇幅を合計することにより求めることができ
る。なお、ここでは、心拍数の上昇幅を合計することにより面積を算出する場合を例示し
たが、心拍数の上昇幅の平均値を算出することにより面積を求めることとしてもかまわな
い。
【００６５】
　以上説明した５種類１４個の特徴量を食事時刻の推定に用いることにより、食事とそれ
以外の要因による心拍数上昇を弁別できる結果、食事時刻の推定精度の低下を抑制できる
。さらに、上記の特徴量の算出には、必ずしも心拍数データ以外の情報を用いずともよい
ので、心拍センサ以外の他のセンサ類を用いずとも算出できる。つまり、必ずしも心拍セ
ンサを単独で用いずともよいことを前提に付言すれば、食事時刻の推定精度の維持を心拍
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センサ単独で実現することができる。
【００６６】
　さらに、心拍センサ単独で食事時刻の推定精度の低下を抑制できる一因として、少なく
とも下記２点の理由が挙げられる。１つ目の理由として、消化活動に起因する心拍数の変
化、すなわち第２ピーク領域Ａ２を含めて食事かそれ以外かを評価することができる特徴
量を食事時刻の推定に用いることとした点が挙げられる。さらに、２つ目の理由として、
心拍数の回復変化を表す特徴量、すなわち回復速度や回復時間を食事時刻の推定に用いる
こととした点が挙げられる。これら２点を含め、他の特徴量を用いる食事時刻の推定につ
いても、上記の従来の食事判定では想定さえされていない。したがって、本実施例に係る
食事時刻の推定方法によれば、上記の従来の食事判定ではなし得ない有利な効果、すなわ
ち心拍センサ単独で食事時刻の推定精度の低下を抑制できるという効果を発揮できる。
【００６７】
［センサ端末１０の構成］
　次に、本実施例に係るセンサ端末１０の機能的構成について説明する。図１に示すよう
に、センサ端末１０は、心拍数データ取得部１１と、加速度データ取得部１２と、運動期
間判定部１３と、ノイズ心拍数除去部１４と、窓データ作成部１５と、特徴量算出部１６
と、摂食動作判定部１７と、通信Ｉ／Ｆ（InterFace）部１８とを有する。なお、センサ
端末１０は、図１に示した機能部以外にも既知のコンピュータが有する機能部を有するこ
ととしてもよい。例えば、ヘルスケア専用の端末装置、ウェアラブルガジェットまたは携
帯端末装置がセンサ端末１０として実行される場合、これらの各装置が標準装備するハー
ドウェア及びソフトウェアを実装できるのは言うまでもない。
【００６８】
　心拍数データ取得部１１は、上記の心拍数データを取得する処理部である。
【００６９】
　一実施形態として、心拍数データ取得部１１は、心拍センサを制御して、所定のサンプ
リング周期で心拍センサに心拍数をセンシングさせる。これによって、心拍数データ取得
部１１は、サンプリング点ごとに心拍センサによりセンシングされる心拍数の時系列デー
タを心拍数データとして取得する。かかる心拍数データには、一例として、時間及び心拍
数などの項目が対応付けられたデータを採用できる。ここで言う「時間」は、センサ端末
１０上でローカルに管理されるシステム時間、例えば任意の開始時点からの経過時間であ
ってもよいし、年月日時分秒等のカレンダ上の暦で表現される時間であってもかまわない
。また、「心拍数」は、単位時間あたりの心拍数として表現される。例えば、単位時間を
１分間とする場合、心拍数はｂｐｍ（beats　per　minute）等で表現される。また、単位
時間を１秒間とする場合、心拍数はＨｚで表現される。
【００７０】
　このようにして取得される心拍数データは、心拍数がセンシングされる度に後段の機能
部へ出力することとしてもよいし、所定の期間、例えば１２時間や１日間などにわたって
蓄積してから後段の機能部へ出力することとしてもかまわない。
【００７１】
　加速度データ取得部１２は、上記の加速度データを取得する処理部である。
【００７２】
　一実施形態として、加速度データ取得部１２は、加速度センサを制御して、所定のサン
プリング周期で加速度センサに３軸、すなわち上下左右前後の加速度をセンシングさせる
。これによって、加速度データ取得部１２は、サンプリング点ごとに加速度センサにより
センシングされる上下左右前後の加速度の時系列データを加速度データとして取得する。
かかる加速度データには、一例として、時間及び加速度などの項目が対応付けられたデー
タを採用できる。ここで言う「時間」は、上記の心拍数データと同様、センサ端末１０上
でローカルに管理されるシステム時間、例えば任意の開始時点からの経過時間であっても
よいし、年月日時分秒等のカレンダ上の暦で表現される時間であってもかまわない。また
、「加速度」には、上下方向、左右方向および前後方向の３軸の加速度を含めることがで
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きる。例えば、３軸の加速度のうち一部の方向の加速度に絞って後段の機能部に使用させ
る場合、後段の機能部で使用されない方向の加速度は加速度データから除去することもで
きる。なお、加速度センサには、心拍センサと同一のサンプリング周期を採用させること
もできるし、異なるサンプリング周期を採用させることもできる。
【００７３】
　このようにして取得される加速度データは、加速度がセンシングされる度に後段の機能
部へ出力することとしてもよいし、所定の期間、例えば１２時間や１日間などにわたって
蓄積してから後段の機能部へ出力することとしてもかまわない。
【００７４】
　運動期間判定部１３は、運動期間を判定する処理部である。ここで言う「運動期間」と
は、歩行、走行や階段の昇降などの運動が行われたと想定される期間を指し、例えば、運
動期間の判定に加速度データ取得部１２により取得される加速度データが用いられる。
【００７５】
　一実施形態として、運動期間判定部１３は、上記の運動期間の判定に、加速度データ取
得部１２により取得される加速度データに含まれる加速度のうち少なくとも上下方向、す
なわち重力方向の加速度を用いる。このように重力方向の加速度を用いるのは、歩行、走
行や階段の昇降などの運動が行われる場合、加速度が特定のパターンで変化すると共に当
該パターンが周期的に現れるからである。
【００７６】
　図１４は、加速度データの一例を示す図である。図１４には、運動時に加速度センサに
よりセンシングされた加速度のうち上下方向の加速度の変化が抜粋して示されている。図
１４に示す縦軸は、重力方向の加速度を指し、また、横軸は、時間を指す。また、図１４
には、運動時に計測される加速度変化のパターンの一例が破線で矩形状に囲われている。
なお、図１４に示す重力方向の加速度は、加速度センサを搭載するセンサ端末１０がユー
ザの胸部に装着された状態で計測されたものとする。
【００７７】
　図１４に破線で囲って示すように、歩行、走行や階段の昇降などの運動時には、脚部の
蹴り出し時および着地時に地面等から反力を受けるので、重力方向の加速度に上昇及び下
降の変化が短期間で現れる。さらに、図１４に示すように、重力方向の加速度に関する上
昇及び下降の変化は、地面から荷重が除かれて足が地面に接地する度に周期的に現れる。
【００７８】
　このことから、運動期間判定部１３は、一例として、加速度データ取得部１２により取
得される重力方向の加速度から図１４に示した上昇および下降のパターンを検出する。そ
の上で、運動期間判定部１３は、パターンが現れる間隔が所定期間内であるか否かを判定
する。このとき、パターンが現れる間隔が所定期間以内である場合、当該パターンが所定
期間内に繰り返して現れる区間を運動期間と判定する。ここで、上記の運動期間の判定に
は、一例として、センサ端末１０が装着された状態でユーザが運動活動を行い、運動活動
に伴う加速度変化を実験的に採取することにより、上記のパターンを形成する上昇および
下降の程度から上昇及び下降を弁別する閾値を設定することができる。さらに、パターン
が現れる間隔についても実験的に現れる値から上記の所定期間を定めることもできる。な
お、上記の運動期間は、運動期間の開始時刻とその継続時間により表現することもできる
し、運動開始時刻及び運動終了時刻として表現することもできる。
【００７９】
　ノイズ心拍数除去部１４は、上記の心拍数データから食事以外のノイズが原因で心拍数
が変化すると推定される区間を除去する処理部である。
【００８０】
　一実施形態として、ノイズ心拍数除去部１４は、心拍数データ取得部１１により取得さ
れる心拍数の時系列の変化に影響を与える、運動活動による心拍数の上昇変化、食事期間
や食後期間中に不特定に発生する心拍数のノイズ変化等を特定する。ノイズ心拍数除去部
１４は、心拍数データ取得部１１で取得した心拍数の時系列から、特定した運動活動によ
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る心拍数の上昇変化、食事期間や食後期間中に不特定に発生する心拍数のノイズ変化等で
検出された心拍数データを取り除く。
【００８１】
　図１５は、ノイズ心拍数の除去方法の一例を示す図である。図１５には、食事に伴う心
拍数の変化及び運動に伴う心拍数の変化を含む心拍数データがグラフ化されており、縦軸
は、単位時間当たりの心拍数を指し、横軸は、食事開始直前からの経過時刻（時間）を指
す。
【００８２】
　図１５の（１）には、心拍数データのうち運動期間に対応する区間が右下がりの塗りつ
ぶしにより示されている。このように、運動に伴う心拍数の変化が心拍数データに含まれ
る場合、運動期間で心拍数の上昇変化、及び、上昇した心拍数の時間経過による回復変化
が現れる。一方、食後期間等の消化活動は、摂食および食道の蠕動運動に比べて長期間に
わたって心拍数に影響を与えるので、食事後に運動が行われた場合、消化活動に伴う心拍
数の変化に運動に伴う心拍数の変化が重畳する場合がある。この場合、運動に伴う心拍数
変化が食事時刻の推定に悪影響を及ぼすことが想定される。
【００８３】
　図１５の（２）には、運動による心拍数の上昇変化および回復変化を伴わない場合の心
拍数の変化、すなわち食事単独での心拍数の変化が矢印付き破線で示されている。このよ
うに、運動による心拍数の変化が食事に伴う心拍数の変化に重畳することにより、第２ピ
ークに関する特徴量、例えば振幅、上昇速度や回復速度、さらには、上昇時間、回復時間
といった特徴量が運動が伴わなかった場合に比べて大きな値で指標化される場合がある。
この結果、運動に伴う心拍数変化が食事時刻の推定に悪影響を及ぼすことが想定される。
【００８４】
　例えば、図１５の（２）に示す例では、Ｐｘの心拍数を第２ピークの振幅、すなわち最
大心拍数として算出される。さらに、図１５に矢印付き実線で示されるように、運動によ
る心拍数の上昇変化および回復変化が重畳された心拍数の変化から、第２ピークに関する
特徴量、例えば上昇速度や回復速度、さらには、上昇時間や回復時間が算出されることが
想定される。
【００８５】
　このように、運動に伴う心拍数の変化が食事時刻の推定に悪影響を与えるのを抑制する
ために、ノイズ心拍数除去部１４は、心拍数データ取得部１１により取得された心拍数デ
ータのうち運動期間判定部１３により判定された運動期間に対応する区間を除去する。
【００８６】
　このとき、ノイズ心拍数除去部１４は、運動期間に対応する区間だけでなく、一例とし
て、運動終了時刻から運動により上昇する心拍数が回復するまでの一定期間を運動終了時
刻に加えることにより、運動後の心拍数の回復変化が含まれた除去期間を求め、当該除去
期間に対応する区間を心拍数データから除去することもできる。かかる運動終了時刻に加
える一定期間には、一例として、運動後の回復変化を測定する実験を実施することにより
ユーザ個別の時間を設定することもできるし、全ユーザ共通の時間をデフォルト値として
設定することもできる。なお、運動期間または除去期間に対応する区間のデータが心拍数
データから除去された場合、線形補間、多項式補間、スプライン補間などを実行すること
で、除去により欠落する部分のデータを内挿補間することができる。
【００８７】
　図１５の（３）には、図１５の（１）に示した心拍数のデータから除去期間に該当する
区間が除去された心拍数データが示されていると共に、除去期間が破線により矩形状に囲
んで示されている。図１５の（３）に示すように、除去期間に対応する区間が心拍数デー
タから除去されることにより、例えば、運動による心拍数の上昇変化および回復変化の影
響を受けずに食事に伴う心拍数変化の特徴量を算出することが可能となる。
【００８８】
　なお、図１５の（２）に矢印付き破線で示すように、食事単独での心拍数の変化は、心
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拍数の相対的な下限に沿って推移する傾向にある。このため、例えば、時系列上に前後す
る心拍数の比較を行い、前後間の心拍数の差分値が所定の閾値以上、または、所定の閾値
以下となる変化点を捉え、該変化点により特定される区間を除去期間とするとしてもかま
わない。
【００８９】
　図１６は、変化点による除去期間の算出方法の一例を示す図である。図１６には、心拍
数の変化に関するグラフが示されており、縦軸は、単位時間当たりの心拍数を指し、横軸
は、経過時刻（時間）を指す。図６の（１）には、心拍数が急速に上昇および下降する変
化点が実線により円形状に囲んで示されている。
【００９０】
　例えば、ノイズ心拍数除去部１４は、時系列上に前後する心拍数の比較を行う。これに
よって、図１６の（１）に示すように、前後間の心拍数の差分値が所定の閾値以上、また
は、所定の閾値以下となる変化点を特定する。続いて、ノイズ心拍数除去部１４は、例え
ば、特定した変化点に対して、変化点を識別する識別番号を付与する。そして、ノイズ心
拍数除去部１４は、例えば、時系列上の前後間の心拍数が所定値以上となる場合、時系列
上で先行する心拍数と心拍数が計測された時刻情報とを、変化点に付与された識別番号に
対応付けて図示しない内部メモリに保存する。また、ノイズ心拍数除去部１４は、例えば
、時系列上の前後間の心拍数が所定値以下となる場合にも、時系列上で後行する心拍数と
心拍数が計測された時刻情報とを、変化点に付与された識別番号に対応付けて内部メモリ
に保存する。
【００９１】
　その上で、ノイズ心拍数除去部１４は、例えば、前後間の心拍数の差分値が所定の閾値
以上となった変化点に対応付けられた時刻情報と、前後間の心拍数の差分値が所定の閾値
以下となった変化点に対応付けられた時刻情報から除去期間を特定する。このとき、心拍
数値の差分値が所定の閾値以上となる変化点が、時系列上に連続して検出されるケースが
想定される。時系列上で、心拍数の差分値が所定の閾値以上となる変化点が連続するケー
スでは、例えば、時系列上で先行する、或いは、変化点に対応付けられた心拍数が低い変
化点を除去期間の「開始時刻」とすればよい。また、同様にして、心拍数の差分値が所定
の閾値以下となる変化点が、時系列上に連続して検出されるケースでは、例えば、時系列
上で後行する、或いは、変化点に対応付けられた心拍数が低い変化点を除去期間の「終了
時刻」とすればよい。
【００９２】
　図１６の（２）には、図１６の（１）に示した心拍数のデータから、除去期間に該当す
る心拍数が除去されたグラフが示されている。図１６の（２）には、除去期間が破線によ
り矩形状に囲まれた状態で示されている。図１６の（２）に示すように、除去期間に該当
する区間が心拍数データから除去されることにより、例えば、除去期間の心拍数の上昇変
化および回復変化の影響を受けずに食事に伴う心拍数変化の特徴量を算出することができ
る。例えば、食事期間や食後期間中に不特定に発生する心拍数の上昇変化および回復変化
といったノイズのような心拍数データを取り除くことが可能となる。
【００９３】
　窓データ作成部１５は、窓データを作成する処理部である。ここで言う「窓データ」と
は、心拍数データのうち一部が切り出された部分データを指す。
【００９４】
　一実施形態として、窓データ作成部１５は、ノイズ心拍数除去部１４による除去が行わ
れた後の心拍数データに所定の時間長、例えば２１０分間を持つ窓を設定する。続いて、
窓データ作成部１５は、窓が設定された区間に対応する部分データを切り出す。その後、
窓データ作成部１５は、前回に設定された窓を所定のずらし幅、例えば５分間にわたって
シフトさせる。その上で、窓データ作成部１５は、シフト後の窓に対応する部分データを
切り出す。このように部分データが窓幅で切り出される度に窓データが作成されて後段の
機能部へ出力される。
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【００９５】
　図１７は、窓データの作成方法の一例を示す図である。図１７には、心拍数の変化に関
するグラフが示されており、縦軸は、単位時間当たりの心拍数を指し、横軸は、経過時刻
（時間）を指す。例えば、心拍数データの開始時刻に窓の開始時刻を合わせることにより
窓データの作成を開始する場合、窓の終了時刻が心拍数データの終了時刻と一致するまで
窓のスライディングが繰り返して実行されることになる。図１７には、一例として、ｉ番
目に設定された窓から作成された窓データｉと、ｉ＋１番目に設定された窓から作成され
た窓データｉ＋１とが示されている。例えば、窓データｉ＋１を作成する場合、ｉ番目に
設定された窓を所定のずらし幅、例えば５分間にわたってシフトさせることによりｉ＋１
番目の窓を設定する。その上で、心拍数データのうちｉ＋１番目の窓に対応する区間を切
り出すことにより、窓データｉ＋１を作成する。このようなスライディング処理は、窓の
終了時刻が心拍数データの終了時刻と一致するまで繰り返し実行される。なお、ここでは
、窓を時間の進行方向へシフトさせる場合を例示したが、時間の過去方向へ窓をシフトさ
せることができるのは言うまでもない。
【００９６】
　特徴量算出部１６は、食事に伴う心拍の特徴量を算出する処理部である。
【００９７】
　一実施形態として、特徴量算出部１６は、窓データ作成部１５により作成された窓デー
タごとに、上記の５種類１４個の特徴量を算出することができる。このとき、特徴量算出
部１６は、一例として、図１７に示した窓データの開始時刻から所定の期間、例えば６０
分間までの期間を食事前とし、窓データの開始時刻から所定の時間後を「食事開始時刻」
として、特徴量の算出を実行する。例えば、特徴量算出部１６は、上記の特徴量（１）と
して、第１ピーク領域Ａ１の面積Ｓ１、及び、第２ピーク領域Ａ２の面積Ｓ２を算出する
ことができる。また、特徴量算出部１６は、上記の特徴量（２）として、第１ピークへ至
るまでの心拍数の上昇速度、第１ピークからの心拍数の回復速度、第２ピークへ至るまで
の心拍数の上昇速度、及び、第２ピークからの心拍数の回復速度を算出することができる
。また、特徴量算出部１６は、上記の特徴量（３）として、第１ピークの振幅、及び、第
２ピークの振幅を算出することができる。さらに、特徴量算出部１６は、上記の特徴量（
４）として、第１ピークまでの心拍数の上昇時間、第１ピークからの心拍数の回復時間、
第２ピークまでの心拍数の上昇時間、及び、第２ピークからの心拍数の回復時間を算出す
ることができる。また、特徴量算出部１６は、上記の特徴量（５）として、食事前心拍数
、及び、食事前面積を算出することができる。
【００９８】
　摂食動作判定部１７は、摂食動作を判定する処理部である。ここで言う「摂食動作」と
は、食事を摂ることを目的になされる動作を指し、例えば、食物を口に運ぶ動作を含む。
【００９９】
　一実施形態として、摂食動作判定部１７は、上記の摂食動作の判定に、加速度データ取
得部１２により取得される加速度データに含まれる加速度のうち少なくとも１方向の加速
度を用いる。例えば、センサ端末１０が胸部に装着される場合、前後方向の加速度を用い
ることができる。このようにセンサ端末１０が胸部に装着される場合に前後方向の加速度
を用いるのは、食物を口に運ぶ動作が前後方向への往復運動として現れるからである。
【０１００】
　図１８は、加速度データの一例を示す図である。図１８には、加速度センサによりセン
シングされた加速度のうち前後方向の加速度の変化が抜粋して示されている。図１８に示
す縦軸は、前後方向の加速度を指し、また、横軸は、時間を指す。また、図１８には、摂
食動作に伴う前後方向への往復運動に対応する加速度変化のパターンの一例が破線で矩形
状に囲われている。なお、図１８に示す前後方向の加速度は、加速度センサを搭載するセ
ンサ端末１０がユーザの胸部に装着された状態で計測されたものとする。
【０１０１】
　図１８に破線で囲って示すように、食事が行われる場合、食物を口唇部に運ぶための動
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作を繰り返すことになるので、前後方向の加速度の変化に次のようなパターンが現れる。
すなわち、摂食動作に伴う往復運動に連動して加速が下降後に上昇するパターンが繰り返
して現れる。つまり、静止、下降、上昇、静止、下降、上昇、静止といったサイクルで加
速度が変化する。
【０１０２】
　このことから、摂食動作判定部１７は、一例として、加速度データ取得部１２により取
得される前後方向の加速度から図１８に示した下降および上昇のパターンを検出する。こ
のようにして摂食動作に対応する前後往復のパターンが検出された場合、摂食動作判定部
１７は、一例として、図示しない内部メモリに対し、当該摂食動作に対応する前後往復の
パターンごとに当該パターンを形成する下降の開始時刻および上昇の終了時刻、あるいは
下降の開始時刻から往復運動の継続期間を保存する。
【０１０３】
　通信Ｉ／Ｆ部１８は、他の装置、例えばサーバ装置１００などとの間で通信制御を行う
インタフェースである。
【０１０４】
　一実施形態として、通信Ｉ／Ｆ部１８には、ＬＡＮカードなどのネットワークインタフ
ェースカードを採用できる。例えば、通信Ｉ／Ｆ部１８は、特徴量算出部１６により窓デ
ータごとに算出された特徴量、さらには、摂食動作判定部１７により判定された摂食動作
情報、例えばパターンを形成する下降の開始時刻及び上昇の終了時刻などをサーバ装置１
００へ送信する。また、通信Ｉ／Ｆ部１８は、算出対象とする特徴量の種類や数の指定の
他、食事時刻の推定結果やそれを用いた診断結果などを受信したりする。
【０１０５】
　なお、上記の心拍数データ取得部１１、加速度データ取得部１２、運動期間判定部１３
、ノイズ心拍数除去部１４、窓データ作成部１５、特徴量算出部１６及び摂食動作判定部
１７などの機能部は、次のようにして実装できる。例えば、中央処理装置、いわゆるＣＰ
Ｕ（Central　Processing　Unit）などに、上記の心拍数データ取得部１１、加速度デー
タ取得部１２、運動期間判定部１３、ノイズ心拍数除去部１４、窓データ作成部１５、特
徴量算出部１６及び摂食動作判定部１７と同様の機能を発揮するプロセスをメモリ上に展
開して実行させることにより実現できる。これらの機能部は、必ずしも中央処理装置で実
行されずともよく、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）に実行させることとしてもよい
。また、上記の各機能部は、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）
やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）などのハードワイヤードロジックによ
っても実現できる。
【０１０６】
　また、上記の各機能部が用いる主記憶装置には、一例として、各種の半導体メモリ素子
、例えばＲＡＭ（Random　Access　Memory)やフラッシュメモリを採用できる。また、上
記の各機能部が参照する記憶装置は、必ずしも主記憶装置でなくともよく、補助記憶装置
であってもかまわない。この場合、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）、光ディスクやＳＳＤ
（Solid　State　Drive）などを採用できる。
【０１０７】
［サーバ装置１００の構成］
　次に、本実施例に係るサーバ装置１００の機能的構成について説明する。図１に示すよ
うに、サーバ装置１００は、通信Ｉ／Ｆ部１１０と、特徴量記憶部１２０と、モデル作成
部１３０と、第１判定部１４０と、第２判定部１５０と、サービス提供部１６０とを有す
る。なお、サーバ装置１００は、図１に示した機能部以外にも既知のコンピュータが有す
る機能部、例えば各種の入出力デバイスなどを有することとしてもよい。
【０１０８】
　通信Ｉ／Ｆ部１１０は、他の装置、例えばセンサ端末１０などとの間で通信制御を行う
インタフェースである。
【０１０９】
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　一実施形態として、通信Ｉ／Ｆ部１１０には、ＬＡＮカードなどのネットワークインタ
フェースカードを採用できる。例えば、通信Ｉ／Ｆ部１１０は、窓データごとの特徴量、
さらには、摂食動作情報などをセンサ端末１０から受信する。また、通信Ｉ／Ｆ部１１０
は、算出対象とする特徴量の種類や数の指定の他、食事時刻の推定結果やそれを用いた診
断結果などを送信したりする。
【０１１０】
　特徴量記憶部１２０は、食事に関する心拍の特徴量を記憶する記憶部である。
【０１１１】
　一実施形態として、特徴量記憶部１２０には、機械学習により食事推定モデルを作成す
るために、教師データとして、共通の窓データから算出された特徴量の組ごとに、当該窓
データに対応する区間にユーザが食事を行ったか否かを示す正解のクラスが対応付けて記
憶される。ここで、特徴量記憶部１２０は、１つの窓データにつき、上記の５種類１４個
の特徴量のうち任意の種類および任意の個数の特徴量の組を記憶させることができる。ま
た、上記の「クラス」の一例として、食事または非食事のいずれかのクラスが特徴量記憶
部１２０に記憶される。
【０１１２】
　モデル作成部１３０は、食事推定モデルを作成する処理部である。
【０１１３】
　一実施形態として、モデル作成部１３０は、機械学習アルゴリズムの一例として、サポ
ートベクトルマシンを用いる場合を例示する。かかるサポートベクトルマシンを用いてセ
ンサ端末１０で観測される特徴量ベクトルのクラス分類を行う場合、食事推定モデルの出
力値は、下記の式（１）に示すように、サポートベクトルを引数としたカーネル関数の重
み付け和で表される。
【０１１４】
【数１】

【０１１５】
　上記の式（１）における「ｙ」は、食事推定モデルの出力値を指す。また、「ｘ」は、
センサ端末１０で観測される特徴量ベクトルを指す。また、「ｘ(support)」は、上記の
特徴量記憶部１２０に教師データとして予め記憶される特徴量ベクトルのうちクラス分類
の識別境界付近に位置する特徴量ベクトル、いわゆるサポートベクトルを指す。また、「
ｃｉ」は、サポートベクトルに付与される重みを指す。また、「γ」は、関数パラメータ
を指す。また、式（１）における「Ｉ＋」は、クラス「食事」のサポートベクトルのイン
デクス集合を表し、また、「Ｉ－」は、クラス「非食事」のサポートベクトルのインデク
ス集合を表す。なお、ここでは、機械学習の一例として、サポートベクタマシンを例示し
たが、これ以外にも、ブースティングやニューラルネットワークなどの任意のアルゴリズ
ムを適用することができる。
【０１１６】
　このような仮定の下、モデル作成部１３０は、サポートベクトルマシンにおける最適化
アルゴリズムを適用することにより、サポートベクトルｘ(support)とその重みｃを特定
することにより、食事推定モデルを作成する。
【０１１７】
　図１９は、識別境界の一例を示す図である。図１９には、説明の便宜上、特徴量のうち
２つの特徴量が説明変数として抜粋された２次元のベクトル空間が例示されているが、食
事推定モデルで用いる特徴量の個数に対応する次元数のベクトル空間でもその意味合いは
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同様である。図１９には、教師データの特徴量ベクトルのうちクラスが「食事」である特
徴量ベクトルを●印で示し、クラスが「非食事」である特徴量ベクトルを×印で示し、識
別境界の付近に位置する特徴量ベクトルを実線により円形状で囲んで示している。
【０１１８】
　図１９に示すように、サポートベクトルマシンでは、識別境界の近くの特徴量ベクトル
、すなわちサポートベクトルを用いて、クラス「食事」及びクラス「非食事」を分類する
識別境界のマージンの幅が最大となるような識別境界を学習する。これによって、上記の
式（１）において各サポートベクトルに付与される重みｃが学習される。かかる学習によ
り得られた食事推定モデルに対し、センサ端末１０で観測される特徴量ベクトルを代入さ
せることにより、－１から＋１までの値をとる出力値が得られる。
【０１１９】
　第１判定部１４０は、上記の食事推定モデルを用いて、各窓データに対応する区間が食
事または非食事であるか判定する処理部である。
【０１２０】
　一実施形態として、第１判定部１４０は、センサ端末１０から受け付けた窓データの特
徴量ごとに、モデル作成部１３０により作成された食事推定モデルに当該窓データの特徴
量を適用することにより、当該窓データでの食事の有無を判定する。例えば、第１判定部
１４０は、上記の式（１）に対し、センサ端末１０で観測される特徴量ベクトルをそれぞ
れ代入する。これによって、－１から＋１までの値をとる食事推定モデルの出力値が得ら
れる。このとき、第１判定部１４０は、食事推定モデルの出力値が所定の閾値、例えばゼ
ロ以上である場合、当該窓データをクラス「食事」に分類する。一方、第１判定部１４０
は、食事推定モデルの出力値が所定の閾値、例えばゼロ未満である場合、当該窓データを
クラス「非食事」に分類する。このようにして窓データごとに食事の有無が判定されるこ
とになる。
【０１２１】
　第２判定部１５０は、加速度データから検出された摂食動作情報を用いて、第１判定部
１４０により食事と判定された窓データで食事が行われたか否かをさらに判定する処理部
である。
【０１２２】
　一実施形態として、第２判定部１５０は、第１判定部１４０により食事と判定された窓
データの所定区間、すなわち食事開始時刻から２０分間までの区間内に、上記の摂食動作
のパターンが所定回数以上含まれているか否かを判定する。すなわち、食事を行う場合、
食物を口に運ぶ動作は、１度や２度などの少数であることは稀であり、一定の回数にわた
って反復される可能性の方が高い。このことから、第２判定部１５０は、第１判定部１４
０により食事と判定されたからといって直ちに食事と判定せずに、一定の回数、例えば１
０回以上である場合に、当該窓データが食事に該当すると判定する。一方、第２判定部１
５０は、窓データの所定区間内に所定回数の摂食動作が含まれない場合、当該窓データが
非食事に該当すると判定する。
【０１２３】
　その後、第２判定部１５０は、食事に該当すると判定された窓データから食事時刻、例
えば食事開始時刻を特定する。このとき、第２判定部１５０は、窓データから食事前の区
間が除かれた時点を食事開始時刻として特定することもできるし、窓データの所定区間内
で摂食動作に対応するパターンが最初に検出された時刻を食事開始時刻として特定するこ
ともできる。さらに、第２判定部１５０は、必ずしも食事開始時刻だけを特定せずともよ
く、食事終了時刻も特定することもできる。例えば、第２判定部１５０は、食事開始時刻
から一定時間、例えば１５分、３０分や１時間後を食事終了時刻として特定することもで
きるし、また、窓データの所定区間内で摂食動作に対応するパターンが最後に検出された
時刻を食事終了時刻として特定することもできる。このようして特定される食事開始時刻
、食事終了時刻、もしくは、これらの組合せのうち少なくともいずれか１つがサービス提
供部１６０へ出力されることになる。
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【０１２４】
　サービス提供部１６０は、上記のヘルスケア支援サービスを提供する処理部である。
【０１２５】
　一実施形態として、サービス提供部１６０は、食事時刻、例えば食事開始時刻、食事終
了時刻、もしくは、食事開始時刻及び食事終了時刻のうち少なくともいずれか１つを記録
したり、それまでに記録された食事時刻から所定期間、例えば１週間などにわたる食事時
間帯の一覧表を生成した上で出力したり、それまでに記録された食事時刻から食習慣また
はダイエットに関する分析を行った上で各種のアドバイスを出力したりする。
【０１２６】
　図２０及び図２１は、ヘルスケア支援サービスの一例を示す図である。このうち、図２
０には、生活習慣モニタリングが実施される場合の出力例が示される一方で、図２１には
、ダイエットのための生活習慣分析が実施される場合の出力例が示されている。なお、図
２０や図２１に示す表示レイアウトは、あくまで一例であり、図２０や図２１に示される
例に限定されないことは言うまでもない。
【０１２７】
　例えば、上記の食事時刻と共に、運動や睡眠などのスケジュールと連動させることによ
り、生活習慣の分析が可能になる。すなわち、図２０に示すように、１週間に含まれる日
ごとに当該日の生活習慣に関するタイムテーブルを表示させることができる。かかるタイ
ムテーブルには、生活習慣に関する属性、例えば食事、運動及び睡眠ごとに当該生活習慣
が行われる時間帯などを表示させることができる。さらに、図２０に示すように、食事を
含め、生活習慣に関するアドバイスも表示させることができる。例えば、生活習慣に関し
、朝食抜き、睡眠前の食事、運動不足などの分析結果が得られた場合、図２０に示すよう
に、「朝食をとる習慣をつけましょう」、「早めに夕食をとりましょう」や「運動しまし
ょう」などのアドバイスを表示させることができる。
【０１２８】
　また、上記の食事時刻と共に、運動や睡眠などに加え、体重などの情報をさらに併せる
ことにより、ダイエットを促進するための分析も可能になる。すなわち、図２１に示すよ
うに、１週間に含まれる日ごとに当該日の生活習慣に関するタイムテーブルを表示させる
ことができる。さらに、図２１に示すように、ダイエットを促進するためのアドバイスも
表示させることができる。例えば、肥満の要因に該当する分析結果として、食事回数の過
多、睡眠前の食事などが得られた場合、次のような表示が実現できる。例えば、図２１に
示すように、体重増加の原因として、「食事回数が多い」や「睡眠前の食事が多い」など
のメッセージを表示させることができる。さらに、その対策として、「朝食をとって規則
正しい食習慣を」や「睡眠前に食事すると消化に悪く、肥満の原因になります。早めに夕
食をとりましょう」などのメッセージを表示させることもできる。
【０１２９】
　なお、上記のモデル作成部１３０、第１判定部１４０、第２判定部１５０及びサービス
提供部１６０などの機能部は、次のようにして実装できる。例えば、中央処理装置などに
、上記のモデル作成部１３０、第１判定部１４０、第２判定部１５０及びサービス提供部
１６０と同様の機能を発揮するプロセスをメモリ上に展開して実行させることにより実現
できる。これらの機能部は、必ずしも中央処理装置で実行されずともよく、ＭＰＵに実行
させることとしてもよい。また、上記の各機能部は、ハードワイヤードロジックによって
も実現できる。
【０１３０】
　また、上記の特徴量記憶部１２０を始め、各機能部が用いる主記憶装置には、一例とし
て、各種の半導体メモリ素子、例えばＲＡＭやフラッシュメモリを採用できる。また、上
記の各機能部が参照する記憶装置は、必ずしも主記憶装置でなくともよく、補助記憶装置
であってもかまわない。この場合、ＨＤＤ、光ディスクやＳＳＤなどを採用できる。
【０１３１】
［具体例］
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　ここでは、図２２～図４１を用いて、食事時刻の推定に関する具体例を説明する。図２
２は、心拍数データの一例を示す図である。図２３は、加速度データの一例を示す図であ
る。図２２には、一例として、心拍数が３０秒周期でセンシングされた心拍数データが示
されると共に、図２３には、加速度が０．１秒周期でセンシングされた加速度データが示
されている。なお、ここでは、実線により矩形状に囲われた部分、すなわち９月２日の１
１時００分００秒から２３時５５分００秒までの部分が心拍数データ及び加速度データと
して取得されたこととし、図２２及び図２３には、その中で一部の時刻に関するデータが
抜粋して例示されていることとする。
【０１３２】
　これら図２２に示す心拍数データ及び図２３に示す加速度データが取得されたとしたと
き、上記の運動期間の判定および上記の摂食動作の判定が実行される。例えば、運動期間
の判定の場合、図２３に示した加速度データに含まれる加速度のうち重力方向の加速度か
ら図１４に示した上昇および下降のパターンが検出される。その上で、上記のパターンが
現れる間隔が所定期間以内である場合、当該パターンが所定期間内に繰り返して現れる区
間が運動期間と判定される。また、摂食動作の判定の場合、図２３に示した加速度データ
に含まれる加速度のうち前後方向の加速度から摂食動作に対応する前後往復のパターン、
すなわち図１８に示した下降および上昇のパターンが検出される。その上で、摂食動作に
対応する前後往復のパターンが検出される度に、摂食動作が１回行われたと判定される。
【０１３３】
　このように運動期間および摂食動作が判定された場合、図２４に示した通りに、運動期
間および摂食動作回数がセンサ端末１０の内部メモリ上で管理される。図２４は、心拍数
と摂食動作回数及び運動期間との対応関係表の一例を示す図である。ここで、加速度デー
タは、０．１秒周期でセンシングされるが、心拍数データのサンプリング周期である３０
秒に合わせて、図２４には、３０秒ごとに摂食動作回数及び運動期間が記入されている。
例えば、図２４に示す摂食動作回数のレコードには、３０秒間で摂食動作に対応する前後
往復のパターンが検知された回数の累積値が保存される。また、運動期間のレコードには
、３０秒間に運動期間が含まれる場合に「１」が設定される一方で運動期間が含まれない
場合に「０」が設定されることとする。なお、図２４には、９月２日の１１時００分００
秒から１１時００分３０秒までの区間、同日の１２時４１分３０秒から１２時４２分００
秒までの区間、同日の１２時４２分００秒から１２時４２分３０秒までの区間、同日の１
２時４２分３０秒から１２時４３分００秒までの区間、さらには、同日の１５時４２分０
０秒から１５時４２分３０秒までの区間が抜粋して示されているが、他の区間についても
心拍数、摂食動作回数及び運動期間の値が保存されているのは言うまでもない。以下では
、区間の開始時刻及び終了時刻のうち区間の開始時刻で区間の列を識別して説明を行うこ
ととする。
【０１３４】
　図２４に示す対応管理表に抜粋された区間の中には、運動期間と判定された区間が存在
しないことを意味する。また、図２４に示す対応管理表に抜粋された区間のうち、１２時
４１分３０秒の列、及び、１５時４２分００秒の列では、摂食動作回数が０回と計測され
ている一方で、他の列では、１回以上の摂食動作回数が計測されていることを意味する。
【０１３５】
　このように運動期間が判定された状況の下、図２２に示した心拍数データから運動が原
因となって心拍数の上昇変化および回復変化が発生している可能性が高い区間がノイズと
して除去される。図２５は、ノイズ心拍数の除去例を示す図である。図２５の上段には、
ノイズ心拍数の除去前の対応管理表が示されている一方で、図２５の下段には、ノイズ心
拍数の除去後の対応管理表が示されている。なお、図２５の上段及び下段に示す各対応管
理表は、図２４に示したものと同様であるが、心拍数、摂食動作回数及び運動期間が抜粋
されている区間は一部異なる。
【０１３６】
　図２５の上段に示す対応管理表の例では、１２時２６分００秒の列が運動開始時刻に対
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応する一方で、１２時３３分００秒の列が運動終了時刻に対応する。つまり、１２時２６
分００秒から１２時３３分００秒までの期間が運動期間であることを意味する。この場合
、１２時２６分００秒の列を起点とし、運動終了時刻に所定時間、例えば５分間が加算さ
れた１２時３８分の列までが除去期間として決定される。この場合、図２５の下段に示す
対応管理表のように、除去期間に対応する部分の心拍数がノイズ心拍数として除去されて
ブランクの状態にされる。
【０１３７】
　このようにノイズ心拍数が除去された状態で、窓データの作成が実行される。図２５の
下段に示した対応管理表の場合、心拍数データの開始時刻である１１時００分００秒に窓
の開始時刻を合わせることにより窓データの作成が開始される。例えば、窓幅が２１０分
であるとしたとき、１１時００分００秒から１４時３０分００秒までの心拍数のデータ列
が窓データとして抽出される。この窓データを識別する番号を「１」としたとき、次の２
番目の窓は、窓データ「１」に設定された窓を所定のずらし幅、例えば５分間にわたって
シフトさせることにより設定される。つまり、心拍数データの１１時０５分００秒に窓の
開始時刻を合わせることにより、窓データ「２」が作成される。その後、スライディング
処理は、窓の終了時刻が心拍数データの終了時刻である２３時５５分００秒と一致するま
で繰り返し実行される。
【０１３８】
　この結果、図２６に示すＭ個の窓データが作成されることになる。図２６は、窓データ
の抽出結果の一例を示す図である。図２６には、窓データ「１」から窓データ「Ｍ」まで
のＭ個の窓データが示されている。図２６に示す「Ｔ１」～「ＴＮ」は、各窓データに含
まれる心拍数のデータ列を指す。例えば、図２６に示す番号「３」の窓データの場合、窓
データの開始時刻が９月２日の１１時１０分００秒であり、終了時刻が９月２日の１４時
４０分００秒であることを意味する。さらに、食事開始時刻が９月２日の１１時４０分０
０秒であることを意味する。さらに、１１時１０分００秒から３０秒おきに、心拍数が６
２．５、５９．２、・・・、６３．２と計測されていることを意味する。
【０１３９】
　その後、各窓データごとに特徴量が算出される。ここでは、一例として、図２７に示す
番号「ｉ」の窓データに関する特徴量が算出される場合を例示する。図２７は、窓データ
の一例を示す図である。図２７には、ｉ番目の窓データに含まれる心拍数系列から、上記
の特徴量として、第１ピーク面積、第２ピーク面積、第２ピーク回復速度、第２ピーク上
昇速度、第１ピーク振幅、第２ピーク振幅、食事前心拍数及び食事前面積を求める場合が
図示されている。図２７に示すように、ｉ番目の窓データは、開始時刻及び終了時刻が１
２時１２分００秒及び１５時４２分００秒であり、食事開始時刻が窓データの開始時刻か
ら３０分後の１２時４２分００秒である。
【０１４０】
　例えば、面積に関する特徴量を算出する場合、番号「ｉ」の窓データに含まれる心拍数
系列から心拍数のベースライン及び食事前心拍数が決定される。例えば、番号「ｉ」の窓
データに含まれる心拍数系列のうち当該窓データの食事開始時刻に計測される心拍数が「
ベースライン」として決定される。さらに、番号「ｉ」の窓データに含まれる心拍数系列
のうち窓データの開始時刻から食事開始時刻までの範囲で最低の値を持つ心拍数が「食事
前心拍数」として決定される。図２８は、食事前心拍数の決定方法の一例を示す図である
。図２８の上段に示すように、番号「ｉ」の窓データに含まれる心拍数系列のうち窓デー
タの開始時刻から食事開始時刻までの範囲に含まれる心拍数から食事前心拍数が決定され
る。すなわち、図２８の下段に示すように、最低の値「５９．０」を持つ心拍数が食事前
心拍数として決定される。
【０１４１】
　その後、番号「ｉ」の窓データに含まれる心拍数系列は、食事前期間と、食事期間Ｔａ
１と、食後期間Ｔａ２との３つの期間に分けられる。図２９は、特徴量の算出過程の一例
を示す図である。図３０は、窓データの一例を示す図である。図２９の上段には、番号「
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ｉ」の窓データに含まれる心拍数系列及び上昇幅が示されると共に、図２９の下段には、
番号「ｉ」の窓データに関する特徴量のうち食事前心拍数、第１ピーク面積、第２ピーク
面積及び食事前面積の算出結果が示されている。また、図３０には、番号「ｉ」の窓デー
タに含まれる心拍数系列がグラフ化されており、縦軸は、単位時間当たりの心拍数を指し
、横軸は、経過時刻（時間）を指す。
【０１４２】
　図２９の上段に示すように、番号「ｉ」の窓データの場合、窓データの開始時刻「１２
時１２分００秒」から食事開始時刻の直前、すなわち「１２時４１分３０秒」までの期間
が食事前期間と仮定される。さらに、食事開始時刻「１２時４２分００秒」から所定時間
、例えば１５分後、すなわち「１２時５６分３０秒」までの期間が食事期間と仮定される
。さらに、食事時間の終了時刻「１２時５７分００秒」から窓データの終了時刻「１５時
４２分００秒」までの期間が食後期間と仮定される。これら３つの期間がグラフ化された
場合、図３０に示す通りとなる。
【０１４３】
　このうち、食事前期間に含まれる心拍数と食事前心拍数との間で差分が時刻ごとに計算
される。これによって、食事前期間に含まれる時刻ごとに食事前心拍数からの心拍数の上
昇幅が算出されることになる。例えば、時刻「１２時１２分００秒」の場合、その時刻で
計測された心拍数「６１．８」から食事前心拍数「５９．０」を減算することにより、上
昇幅「２．８」が算出される。このようにして食事前期間に含まれる時刻ごとに心拍数の
上昇幅が算出された後、各時刻の心拍数の上昇幅を平均する計算を行うことにより、図３
０に示す食事前面積が「３．１」と求まる。この結果、図２９の下段に示すように、食事
前面積の値として「３．１」が保存されることになる。
【０１４４】
　また、食事期間Ｔａ１に含まれる心拍数と食事前心拍数との間で差分が時刻ごとに計算
される。これによって、食事期間Ｔａ１に含まれる時刻ごとに食事前心拍数からの心拍数
の上昇幅が算出されることになる。例えば、時刻「１２時４２分００秒」の場合、その時
刻で計測された心拍数「７１．３」から食事前心拍数「５９．０」を減算することにより
、上昇幅「１２．３」が算出される。このようにして食事期間Ｔａ１に含まれる時刻ごと
に心拍数の上昇幅が算出された後、各時刻の心拍数の上昇幅を平均する計算を行うことに
より、図３０に示す第１ピーク面積が「１７．３」と求まる。この結果、図２９の下段に
示すように、第１ピーク面積の値として「１７．３」が保存されることになる。
【０１４５】
　さらに、食後期間Ｔａ２に含まれる心拍数と食事前心拍数との間で差分が時刻ごとに計
算される。これによって、食後期間Ｔａ２に含まれる時刻ごとに食事前心拍数からの心拍
数の上昇幅が算出されることになる。例えば、時刻「１２時５７分００秒」の場合、その
時刻で計測された心拍数「７５．３」から食事前心拍数「５９．０」を減算することによ
り、上昇幅「１６．３」が算出される。このようにして食後期間Ｔａ２に含まれる時刻ご
とに心拍数の上昇幅が算出された後、各時刻の心拍数の上昇幅を平均する計算を行うこと
により、図３０に示す第２ピーク面積が「１６．２」と求まる。この結果、図２９の下段
に示すように、第２ピーク面積の値として「１６．２」が保存されることになる。
【０１４６】
　続いて、第１ピークの振幅が求められる。図３１は、特徴量の算出過程の一例を示す図
である。図３１の上段には、番号「ｉ」の窓データのうち食事期間Ｔａ１に含まれる心拍
数のデータ列が抜粋して示されると共に、図３１の下段には、番号「ｉ」の窓データに関
する特徴量のうち食事前心拍数、第１ピーク面積、第２ピーク面積及び食事前面積に加え
、第１ピークの振幅の算出結果がさらに示されている。
【０１４７】
　図３１に示すように、食事期間Ｔａ１に含まれる心拍数のデータ列のうち時刻「１２時
４９分００秒」に計測された心拍数「８５．２」が最大心拍数Ｐ１であるとしたとき、こ
の最大心拍数Ｐ１「８５．２」が第１ピークの振幅として抽出される。この結果、図３１
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の下段に示すように、第１ピークの振幅の値として「８５．２」が保存されることになる
。
【０１４８】
　さらに、第２ピークの振幅が求められる。図３２は、特徴量の算出過程の一例を示す図
である。図３２の上段には、番号「ｉ」の窓データのうち食後期間Ｔａ２に含まれる心拍
数のデータ列が抜粋して示されると共に、図３２の下段には、番号「ｉ」の窓データに関
する特徴量のうち食事前心拍数、第１ピーク面積、第２ピーク面積、食事前面積及び第１
ピークの振幅に加え、第２ピークの振幅の算出結果がさらに示されている。
【０１４９】
　図３２に示すように、食後期間Ｔａ２に含まれる心拍数のデータ列のうち時刻「１３時
１９分００秒」に計測された心拍数「８３．７」が最大心拍数Ｐ２であるとしたとき、こ
の最大心拍数Ｐ２「８３．７」が第２ピークの振幅として抽出される。この結果、図３２
の下段に示すように、第２ピークの振幅の値として「８３．７」が保存されることになる
。
【０１５０】
　加えて、第２ピークの上昇速度が求められる。図３３は、特徴量の算出過程の一例を示
す図である。図３３の最上段には、番号「ｉ」の窓データのうち食後期間Ｔａ２に含まれ
る心拍数のデータ列が抜粋して示されると共に、図３３の最下段には、番号「ｉ」の窓デ
ータに関する特徴量のうち食事前心拍数、第１ピーク面積、第２ピーク面積、食事前面積
、第１ピークの振幅及び第２ピークの振幅に加え、第２ピークの上昇速度の算出結果がさ
らに示されている。
【０１５１】
　このように第２ピークの上昇速度を求める場合、食後期間Ｔａ２の開始時刻、言い換え
れば食事期間Ｔａ１の終了時刻「１２時５７分００秒」を始点とし、第２ピークの最大心
拍数Ｐ２が計測された時刻「１３時１９分００秒」を終点とする期間が近似対象期間Ｔａ
２＿Ｐ２として設定される。
【０１５２】
　その上で、当該近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデータ列を用いて、関数
近似を行うことにより、第２ピークの上昇速度が算出される。例えば、“ｆ（ｔ）＝αｔ
＋β”等の一次線形関数を用いた関数近似を適用することができる。一次線形関数を用い
た関数近似では、近似対象となるデータ列に含まれる各時刻における近似誤差が最小とな
るような傾きパラメータα及び切片パラメータβの組合せを求めることにより、近似対象
となるデータ列に適した関数近似を行うことができる。
【０１５３】
　図３４は、近似誤差の一例を示す図である。図３４には、番号「ｉ」の窓データのうち
近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデータ列がグラフ上に●印でプロットされ
ており、かかるグラフの縦軸は、単位時間当たりの心拍数を指し、横軸は、経過時刻（時
間）を指す。図３４に示す時刻「ｔ１」は、例えば、食後期間Ｔａ２の開始時刻を指し、
また、時刻「ｔＮ」は、最大心拍数Ｐ２が計測された時刻を指す。図３４には、近似対象
期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデータ列に近似する、一次線形関数「ｆ（ｔ）＝α
ｔ＋β」が太線により示されている。
【０１５４】
　図３４に示すように、時刻ｔｉにおける心拍数ｙｉと、一次線形関数「ｆ（ｔ）＝αｔ
＋β」との間の近似誤差は、下記の式（２）に示すように、｛ｙｉ－（αｔｉ＋β）｝の
２乗として表すことができる。ここで、近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデ
ータ列に適する近似関数を求める場合、各時刻における心拍数の近似誤差、すなわち｛ｙ
ｉ－（αｔｉ＋β）｝の２乗の和が最小となる傾きパラメータα及び切片パラメータβの
組合せを求めればよい。なお、下記の式（２）における「α」は、近似関数の傾きパラメ
ータを指し、「β」は、近似関数の切片パラメータを指す。また、「ｙｉ」は、ｉ番目の
心拍数を指し、「ｔｉ」は、ｉ番目の時刻を指し、「Ｎ」は、近似対象となるデータ数を
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指す。
【０１５５】
【数２】

【０１５６】
　例えば、図３３の最上段に示す近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデータ列
の場合、傾きパラメータαが「１７．１（bpm/hour）」と求まり、切片パラメータβが「
６６．９（bpm/hour）」と求まる。図３３の最下段に示すように、このようにして求めら
れた傾きパラメータα「１７．１」が第２ピークの上昇速度として保存されることになる
。
【０１５７】
　さらに、第２ピークの回復速度が求められる。図３５は、特徴量の算出過程の一例を示
す図である。図３５の最上段には、番号「ｉ」の窓データのうち食後期間Ｔａ２に含まれ
る心拍数のデータ列が抜粋して示されると共に、図３５の最下段には、番号「ｉ」の窓デ
ータに関する特徴量のうち食事前心拍数、第１ピーク面積、第２ピーク面積、食事前面積
、第１ピークの振幅、第２ピークの振幅及び第２ピークの上昇速度に加え、第２ピークの
回復速度の算出結果がさらに示されている。
【０１５８】
　このように第２ピークの回復速度を求める場合、第２ピークの最大心拍数Ｐ２が計測さ
れた時刻「１３時１９分００秒」を始点とし、食後期間Ｔａ２の終了時刻「１５時４２分
００秒」を終点とする期間が近似対象期間ＴＰ２＿ａ２として設定される。
【０１５９】
　その上で、上記の第２ピークの上昇速度を算出する場合と同様にして、当該近似対象期
間ＴＰ２＿ａ２に含まれる心拍数のデータ列を用いて、関数近似を行うことにより、第２
ピークの回復速度が算出される。つまり、近似対象期間ＴＰ２＿ａ２に含まれる心拍数の
データ列に適する近似関数を求める場合、各時刻における心拍数の近似誤差、すなわち｛
ｙｉ－（αｔｉ＋β）｝の２乗の和が最小となる傾きパラメータα及び切片パラメータβ
の組合せを求めればよい。
【０１６０】
　この結果、図３５の最上段に示す近似対象期間ＴＰ２＿ａ２に含まれる心拍数のデータ
列の場合、傾きパラメータαが「－６．４（bpm/hour）」と求まり、切片パラメータβが
「８３．９（bpm/hour）」と求まる。すると、図３５の最下段に示すように、傾きパラメ
ータα「－６．４」が第２ピークの回復速度として保存されることになる。
【０１６１】
　このようにして、ｉ番目の窓データに含まれる心拍数系列から、上記の特徴量として、
第１ピーク面積、第２ピーク面積、第２ピーク回復速度、第２ピーク上昇速度、第１ピー
ク振幅、第２ピーク振幅、食事前心拍数及び食事前面積が求まることになる。
【０１６２】
　その後、全ての窓データに関する特徴量が算出されると、各窓データの特徴量がリスト
化された観測特徴量リストと共に時刻ごとの摂食動作回数がリスト化された摂食動作回数
リストがセンサ端末１０からサーバ装置１００へ送信されることになる。図３６は、観測
特徴量リストの一例を示す図であり、図３７は、摂食動作回数リストの一例を示す図であ
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る。図３６に示すように、番号「１」から番号「Ｍ」までの窓データごとに算出された第
１ピーク面積、第２ピーク面積、第２ピーク回復速度、第２ピーク上昇速度、第１ピーク
振幅、第２ピーク振幅、食事前心拍数及び食事前面積が登載された観測特徴量リストがセ
ンサ端末１０からサーバ装置１００へ送信される。さらに、図３７に示すように、心拍数
データの開始時刻から心拍数データの終了時刻までの各時刻の摂食動作回数が登載された
摂食動作回数リストがセンサ端末１０からサーバ装置１００へ送信される。
【０１６３】
　これを受けたサーバ装置１００では、上記の特徴量記憶部１２０に教師データとして予
め記憶された特徴量ベクトルを用いて、サポートベクトルマシンにおける最適化アルゴリ
ズムを適用することにより、サポートベクトルｘ(support)とその重みｃを特定すること
により、食事推定モデルが作成される。
【０１６４】
　図３８は、教師データの一例を示す図である。図３９は、食事推定モデルの一例を示す
図である。図３８に示すように、教師データは、各窓データごとに第１ピーク面積、第２
ピーク面積、第２ピーク回復速度、第２ピーク上昇速度、第１ピーク振幅、第２ピーク振
幅、食事前心拍数及び食事前面積などの各特徴量と共に当該窓データの食事クラスが対応
付けられた正解付きのデータである。ここで、図３８に示す食事クラスが「●」である場
合、当該窓データの特徴量が「食事」に分類されていることを示す一方で、食事クラスが
「×」である場合、当該窓データの特徴量が「非食事」に分類されていることを示す。図
３８に示す教師データの場合、食事開始時刻を８月２９日の１２時２０分００秒とする窓
データの特徴量、及び、食事開始時刻を８月３０日の１２時３５分００秒とする窓データ
の特徴量が食事に分類されていることを意味する。さらに、食事開始時刻を８月３０日の
２０時５０分００秒とする窓データの特徴量が非食事に分類されていることを意味する。
かかる図３８に示す教師データを用いて学習が行われた場合、図３９に示す食事推定モデ
ルが得られることになる。図３９に示す食事推定モデルの場合、クラス分類の識別境界付
近に位置するサポートベクトルが「１」～「Ｌ」のＬ個存在することを意味する。例えば
、サポートベクトル「１」には重み「０．４２」が付与され、サポートベクトル「Ｌ」に
は重み「０．１１」が付与されることを意味する。
【０１６５】
　このような食事推定モデルに対し、図３６に示した観測特徴量リストに含まれる特徴量
ベクトルを代入させることにより、図４０に示す出力結果が得られることになる。図４０
は、食事有無の推定結果の一例を示す図である。図４０には、図３６に示した観測特徴量
リストに食事推定モデルの出力値および食事有無の推定結果が付加されている。番号「１
」～番号「Ｍ」の窓データのうち図４０に抜粋されている窓データの中では、番号「ｍ」
の窓データの出力値「０．８７」だけがゼロ以上であり、クラス「食事」に分類されてい
ることがわかる。
【０１６６】
　かかる食事推定モデルによる食事有無の判定が行われた後、センサ端末１０から受け付
けた摂食動作回数リストを用いて、食事にクラス分類された窓データで食事が行われたの
か否かがさらに判定される。図４１は、摂食動作回数リストを用いる食事判定の一例を示
す図である。図４１の左側には、食事判定結果が示されており、図４１の中央には、摂食
動作回数リストが示されており、図４１の右側には、判定結果が示されている。図４１に
示すように、食事推定モデルによる食事判定では、番号「ｍ」の窓データがクラス「食事
」に分類されている。このため、番号「ｍ」の窓データの食事開始時刻から所定期間、例
えば２０分間の区間で、所定回数、例えば１０回以上の摂食動作回数が検出されているか
が判定される。本例では、番号「ｍ」の窓データの食事開始時刻である１２時４２分００
秒からその２０分後の１３時０２分００秒までに１７回の摂食動作が検出されているので
、図４１の右側に示すように、番号「ｍ」の窓データは、食事と判定されることになる。
【０１６７】
［処理の流れ］
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　続いて、本実施例に係るヘルスケア支援システムの処理の流れについて説明する。なお
、ここでは、センサ端末１０及びサーバ装置１００によって実行される全体フローを説明
してから、センサ端末１０によって実行される特徴量（１）～特徴量（５）の算出処理に
ついて説明することとする。
【０１６８】
（１）全体フロー
　図４２は、実施例１に係る全体フローの手順を示すフローチャートである。この処理は
、一例として、所定の時間長、例えば１２時間や１日間などにわたる心拍数データ及び加
速度データが取得された場合に起動される。
【０１６９】
　図４２に示すように、心拍数データ取得部１１により心拍数データが取得されると共に
加速度データ取得部１２により加速度データが取得されると（ステップＳ１０１）、運動
期間判定部１３は、次のような処理を実行する。すなわち、運動期間判定部１３は、ステ
ップＳ１０１で取得された加速度データのうち重力方向の加速度を用いて、運動に対応す
る上昇および下降のパターン同士の間隔が所定期間内に繰り返して現れる区間を運動期間
として判定する（ステップＳ１０２）。
【０１７０】
　続いて、摂食動作判定部１７は、ステップＳ１０１で取得された加速度データのうち前
後方向の加速度を用いて、摂食動作に対応する前後往復のパターンを判定する（ステップ
Ｓ１０３）。
【０１７１】
　そして、ノイズ心拍数除去部１４は、ステップＳ１０１で取得された心拍数データから
、ステップＳ１０２で判定された運動期間に一定期間を加えた除去期間に対応する区間を
除去する（ステップＳ１０４）。
【０１７２】
　その上で、窓データ作成部１５は、ステップＳ１０４による除去が行われた心拍数デー
タに、所定の時間長を持つ窓を所定のずらし幅で窓の終了時刻が心拍数データの終了時刻
と一致するまでシフトさせながら窓内の部分データを切り出すことにより、心拍数データ
がセグメント化された窓データを作成する（ステップＳ１０５）。
【０１７３】
　そして、特徴量算出部１６は、ステップＳ１０５で作成された窓データのうち窓データ
を１つ選択する（ステップＳ１０６）。続いて、特徴量算出部１６は、ステップＳ１０６
で選択された窓データを用いて、特徴量（１）～特徴量（５）のうち少なくともいずれか
１つもしくはこれらの組合せを算出する特徴量の算出処理を実行する（ステップＳ１０７
）。
【０１７４】
　その後、ステップＳ１０５で作成された全ての窓データが選択されるまで（ステップＳ
１０８Ｎｏ）、特徴量算出部１６は、上記のステップＳ１０６及びステップＳ１０７の処
理を繰り返し実行する。
【０１７５】
　そして、ステップＳ１０５で作成された全ての窓データが選択された場合（ステップＳ
１０８Ｙｅｓ）、センサ端末１０の通信Ｉ／Ｆ部１８は、ステップＳ１０７で窓データご
とに算出された特徴量、及び、ステップＳ１０３で判定された摂食動作情報、例えば摂食
動作に対応する前後往復のパターンを形成する下降の開始時刻及び上昇の終了時刻などを
サーバ装置１００へ送信する（ステップＳ１０９）。
【０１７６】
　一方、サーバ装置１００のモデル作成部１３０は、特徴量記憶部１２０に教師データと
して記憶された正解付きの特徴量を用いて、サポートベクトルｘ(support)とその重みｃ
を特定することにより、食事推定モデルを作成する（ステップＳ１１０）。
【０１７７】
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　続いて、第１判定部１４０は、センサ端末１０から受信された窓データの特徴量ごとに
、ステップＳ１１０で作成された食事推定モデルに当該窓データの特徴量を代入すること
により出力された出力値が所定の閾値以上であるか否かにより、当該窓データでの食事の
有無を判定する（ステップＳ１１１）。なお、センサ端末１０から受信された窓データの
中にステップＳ１１１で食事にクラス分類された窓データが存在しない場合（ステップＳ
１１２Ｎｏ）、そのまま処理を終了する。
【０１７８】
　そして、センサ端末１０から受信された窓データの中にステップＳ１１１で食事にクラ
ス分類された窓データが存在する場合（ステップＳ１１２Ｙｅｓ）、第２判定部１５０は
、次のような処理を実行する。すなわち、第２判定部１５０は、ステップＳ１１１で食事
と判定された窓データの所定区間、すなわち食事開始時刻から２０分間までの区間内に、
上記の摂食動作に対応する前後往復のパターンが所定回数以上含まれているか否かを判定
する（ステップＳ１１３）。なお、摂食動作に対応する前後往復のパターンが所定回数以
上含まれない場合（ステップＳ１１３Ｎｏ）にも、そのまま処理を終了する。
【０１７９】
　ここで、摂食動作に対応する前後往復のパターンが所定回数以上含まれている場合（ス
テップＳ１１３Ｙｅｓ）には、当該窓データで仮定した食事開始時刻が妥当である可能性
が高いと推定できる。この場合、第２判定部１５０は、当該窓データから食事時刻、すな
わち食事開始時刻、食事終了時刻、もしくは、これらの組合せのうち少なくともいずれか
１つを食事時刻として特定する（ステップＳ１１４）。
【０１８０】
　その後、サービス提供部１６０は、ステップＳ１１４で特定された食事時刻を記録した
り、それまでに記録された食事時刻から所定期間にわたる食事時間帯の一覧表を生成した
上で出力したり、それまでに記録された食事時刻から食習慣またはダイエットに関する分
析を行った上で各種のアドバイスを出力したりすることにより、ヘルスケア支援サービス
を提供し（ステップＳ１１５）、処理を終了する。
【０１８１】
（２．１）特徴量（１）の算出処理
　図４３は、特徴量（１）の算出処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、
ステップＳ１０７に対応する処理であり、特徴量（２）～特徴量（５）の算出処理との間
で互いを並行して実行することもできるし、互いの後先を問わずに任意の順序で実行する
こともできる。
【０１８２】
　図４３に示すように、特徴量算出部１６は、一例として、窓データに含まれる食事開始
時刻Ｔｓで計測される心拍数をベースラインとして導出する（ステップＳ２０１）。続い
て、特徴量算出部１６は、食事開始時刻Ｔｓを始点とし、心拍数が第１ピークを経てベー
スラインＢＬまで回復した時刻を終点とする食事期間Ｔａ１において、ステップＳ２０１
で導出されたベースラインＢＬからの心拍数の上昇幅を合計または平均することにより、
第１ピーク領域Ａ１の面積Ｓ１を求める（ステップＳ２０２）。
【０１８３】
　そして、特徴量算出部１６は、第１ピーク領域Ａ１の食事期間Ｔａ１の終点もしくはそ
の終点よりも後の時刻を始点とし、心拍数が第２ピークを経てベースラインＢＬまで回復
した時刻を終点とする食後期間Ｔａ２において、ステップＳ２０１で導出されたベースラ
インＢＬからの心拍数の上昇幅を合計または平均することにより、第２ピーク領域Ａ２の
面積Ｓ２を算出し（ステップＳ２０３）、処理を終了する。なお、各時刻の心拍数の値と
して、その時刻前後の時間帯における心拍数を移動平均した値を用いてもよい。
【０１８４】
　このように、特徴量（１）として、第１ピーク領域Ａ１の面積、及び、第２ピーク領域
Ａ２の面積が算出される。
【０１８５】
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（２．２）特徴量（２）の算出処理
　図４４は、特徴量（２）の算出処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、
ステップＳ１０７に対応する処理であり、特徴量（１）、特徴量（３）～特徴量（５）の
算出処理との間で互いを並行して実行することもできるし、互いの後先を問わずに任意の
順序で実行することもできる。
【０１８６】
　図４４に示すように、特徴量算出部１６は、食事期間Ｔａ１で計測される心拍数のうち
心拍数が最大である第１ピークの最大心拍数Ｐ１が計測された時刻を特定する（ステップ
Ｓ３０１）。
【０１８７】
　続いて、特徴量算出部１６は、食事開始時刻ＴｓからステップＳ３０１で特定された最
大心拍数Ｐ１の計測時刻までの期間を近似対象期間Ｔｓ＿Ｐ１とし、近似対象期間Ｔｓ＿
Ｐ１に含まれる心拍数のデータ列に関数近似を行うことにより、第１ピークの上昇速度を
算出する（ステップＳ３０２）。
【０１８８】
　そして、特徴量算出部１６は、第１ピークの最大心拍数Ｐ１の計測時刻から食事終了後
の一定期間を経過するまでの期間を近似対象期間Ｔａ１＿Ｐ１とし、近似対象期間Ｔａ１
＿Ｐ１に含まれる心拍数のデータ列に関数近似を行うことにより、第１ピークの回復速度
を算出する（ステップＳ３０３）。
【０１８９】
　また、特徴量算出部１６は、食後期間Ｔａ２で計測される心拍数のうち心拍数が最大で
ある第２ピークの最大心拍数Ｐ２が計測された時刻を特定する（ステップＳ３０４）。
【０１９０】
　続いて、特徴量算出部１６は、食後期間Ｔａ２の開始時刻からステップＳ３０４で特定
された第２ピークの最大心拍数Ｐ２の計測時刻までの期間を近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２と
し、近似対象期間Ｔａ２＿Ｐ２に含まれる心拍数のデータ列に関数近似を行うことにより
、第２ピークの上昇速度を算出する（ステップＳ３０５）。
【０１９１】
　そして、特徴量算出部１６は、第２ピークの最大心拍数Ｐ２の計測時刻から食後期間Ｔ
ａ２の終了時刻までの期間を近似対象期間ＴＰ２＿ａ２とし、近似対象期間ＴＰ２＿ａ２
に含まれる心拍数のデータ列に関数近似を行うことにより、第２ピークの回復速度を算出
し（ステップＳ３０６）、処理を終了する。
【０１９２】
　このように、特徴量（２）として、第１ピークへ至るまでの心拍数の上昇速度、第１ピ
ークからの心拍数の回復速度、第２ピークへ至るまでの心拍数の上昇速度、及び、第２ピ
ークからの心拍数の回復速度が算出される。
【０１９３】
（２．３）特徴量（３）の算出処理
　図４５は、特徴量（３）の算出処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、
ステップＳ１０７に対応する処理であり、特徴量（１）～特徴量（２）、特徴量（４）～
特徴量（５）の算出処理との間で互いを並行して実行することもできるし、互いの後先を
問わずに任意の順序で実行することもできる。
【０１９４】
　図４５に示すように、特徴量算出部１６は、食事期間Ｔａ１で計測される心拍数のうち
心拍数が最大である第１ピークの最大心拍数Ｐ１を導出する（ステップＳ４０１）。さら
に、特徴量算出部１６は、食後期間Ｔａ２で計測される心拍数のうち心拍数が最大である
第２ピークの最大心拍数Ｐ２を導出し（ステップＳ４０２）、処理を終了する。
【０１９５】
　このように、上記の特徴量（３）として、第１ピークの振幅、及び、第２ピークの振幅
が算出される。
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【０１９６】
（２．４）特徴量（４）の算出処理
　図４６は、特徴量（４）の算出処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、
ステップＳ１０７に対応する処理であり、特徴量（１）～特徴量（３）及び特徴量（５）
の算出処理との間で互いを並行して実行することもできるし、互いの後先を問わずに任意
の順序で実行することもできる。
【０１９７】
　図４６に示すように、特徴量算出部１６は、食事期間Ｔａ１で計測される心拍数のうち
心拍数が最大である第１ピークの最大心拍数Ｐ１が計測された時刻を特定する（ステップ
Ｓ５０１）。
【０１９８】
　そして、特徴量算出部１６は、食事期間Ｔａ１の開始時刻、すなわち食事開始時刻Ｔｓ
からステップＳ５０１で導出された第１ピークの最大心拍数Ｐ１の計測時刻までの時間を
第１ピークの上昇時間として算出する（ステップＳ５０２）。
【０１９９】
　続いて、特徴量算出部１６は、第１ピークの最大心拍数Ｐ１の計測時刻から食事終了後
の一定期間を経過するまでの期間を近似対象期間Ｔａ１＿Ｐ１とし、近似対象期間Ｔａ１
＿Ｐ１に含まれる心拍数のデータ列に関数近似を行うことにより、第１ピークの回復速度
を算出する（ステップＳ５０３）。
【０２００】
　その上で、特徴量算出部１６は、ステップＳ５０３で算出された第１ピークの回復速度
、すなわち近似関数の傾きで推移する心拍数がベースラインＢＬの心拍数に到達するまで
の経過時間を第１ピークの回復時間として算出する（ステップＳ５０４）。
【０２０１】
　また、特徴量算出部１６は、食後期間Ｔａ２で計測される心拍数のうち心拍数が最大で
ある第２ピークの最大心拍数Ｐ２が計測された時刻を特定する（ステップＳ５０５）。
【０２０２】
　そして、特徴量算出部１６は、食事期間Ｔａ１の開始時刻、すなわち食事開始時刻Ｔｓ
からステップＳ５０５で特定された第２ピークの最大心拍数Ｐ２の計測時刻までの時間を
第２ピークの上昇時間として算出する（ステップＳ５０６）。
【０２０３】
　続いて、特徴量算出部１６は、第２ピークの最大心拍数Ｐ２の計測時刻から食後期間Ｔ
ａ２の終了時刻までの期間を近似対象期間ＴＰ２＿ａ２とし、近似対象期間ＴＰ２＿ａ２
に含まれる心拍数のデータ列に関数近似を行うことにより、第２ピークの回復速度を算出
する（ステップＳ５０７）。
【０２０４】
　その後、特徴量算出部１６は、ステップＳ５０７で算出された第２ピークの回復速度、
すなわち近似関数の傾きで推移する心拍数がベースラインＢＬの心拍数に到達するまでの
経過時間を第２ピークの回復時間として算出し（ステップＳ５０８）、処理を終了する。
【０２０５】
　このように、上記の特徴量（４）として、第１ピークまでの心拍数の上昇時間、第１ピ
ークからの心拍数の回復時間、第２ピークまでの心拍数の上昇時間、及び、第２ピークか
らの心拍数の回復時間が算出される。
【０２０６】
（２．５）特徴量（５）の算出処理
　図４７は、特徴量（５）の算出処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、
ステップＳ１０７に対応する処理であり、特徴量（１）～特徴量（４）の算出処理との間
で互いを並行して実行することもできるし、互いの後先を問わずに任意の順序で実行する
こともできる。
【０２０７】
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　図４７に示すように、特徴量算出部１６は、窓データの開始時刻から食事開始時刻まで
の食事前期間で計測される心拍数のうち最低の値をとる心拍数を食事前心拍数として導出
する（ステップＳ６０１）。
【０２０８】
　その上で、特徴量算出部１６は、窓データの開始時刻から食事開始時刻までの食事前期
間において、食事前心拍数からの心拍数の上昇幅を合計または平均することにより、食事
前面積を算出し（ステップＳ６０２）、処理を終了する。
【０２０９】
　このように、上記の特徴量（５）として、食事前心拍数、及び、食事前面積が算出され
る。
【０２１０】
［効果の一側面］
　上述してきたように、本実施例に係るヘルスケア支援システム１は、心拍数の時系列デ
ータから食事時刻を推定する場合に、食事開始後に先行して現れる第１ピークに後続して
現れる第２ピークに関する特徴量を算出して食事時刻の推定に用いる。したがって、本実
施例に係るヘルスケア支援システム１によれば、食事判定の精度低下を抑制できる。
【０２１１】
　さらに、本実施例に係るヘルスケア支援システム１は、食事開始後に現れる第１ピーク
及び第２ピークの特徴量として心拍数の回復変化に関する特徴量を算出して食事時刻の推
定に用いる。それ故、本実施例に係るヘルスケア支援システム１によれば、食事判定の精
度低下を抑制できる。
【０２１２】
［実験例］
　ここで、既存の技術と本実施例との間で食事時刻の推定精度とを比較することにより、
本実施例が既存の技術に比べて有利な効果を有する点について説明する。例えば、既存の
技術では、第１ピークの心拍数上昇幅を使って食事時刻を推定する一方で、本実施例では
、上記の５種１４個の特徴量を用いて食事時刻を推定する。
【０２１３】
　このような前提の下、既存の技術と本実施例との間で「食事」及び「非食事」のクラス
分類の正解率、すなわちクラス分類が正解した窓データの数／全窓データの数を比較する
。ここで、既存の技術では、平均正解率が「４９．２％」であったのに対し、本実施例で
は、平均正解率が「９８．４％」であることが実験の結果として判明した。このように、
本実施例では、既存の技術に比べて平均正解率が約２倍ほど高いので、既存の技術に比べ
て有利な効果を奏すると言える。
【実施例２】
【０２１４】
　さて、これまで開示の装置に関する実施例について説明したが、本発明は上述した実施
例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では、本発
明に含まれる他の実施例を説明する。
【０２１５】
［スタンドアローン］
　上記の実施例１では、センサ端末１０及びサーバ装置１００を含むクライアントサーバ
システムとして構築される場合を例示したが、これに限定されない。例えば、心拍数デー
タの取得から食事時刻の推定までの一連の処理をセンサ端末１０、サーバ装置１００、あ
るいはその他のコンピュータにスタンドアローンで実行させることとしてもかまわない。
【０２１６】
［システムの応用例］
　上記の実施例１では、ヘルスケア支援システム１にサーバ装置１００が含まれることと
したが、必ずしもサーバ装置１００が含まれずともかまわない。すなわち、センサ端末１
０がウェアラブルガジェット等として実装される場合、ウェアラブルガジェットにより近
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距離無線通信等で接続されるスマートフォンやタブレット端末で心拍数データの取得以外
の各種の処理、例えば運動期間の判定、摂食動作の判定、特徴量の算出や食事時刻の推定
を実行させることとしてもかまわない。
【０２１７】
［食事時刻以外の出力］
　上記の実施例１では、食事開始時刻、食事終了時刻、または、これらの組合せを出力さ
せる場合を例示したが、これ以外の情報を出力させることもできる。例えば、サーバ装置
１００は、次に食事を摂取するのを推奨する時刻として、食後期間Ｔａ２の終了時刻や第
２ピークの回復時間を出力することができる。これにより、消化活動が終了した時点で次
の食事を行わせることができる結果、食習慣の質を向上させることができる。
【０２１８】
［心拍数データと併用する情報の応用例］
　上記の実施例１では、食事時刻の推定に心拍数と共に加速度データを用いる場合を例示
したが、必ずしも加速度データを用いずともかまわず、また、加速度データ以外の他の情
報を用いることもできる。
【０２１９】
［生体情報］
　例えば、食事時刻の推定に心拍数と共に生体情報を併用することもできる。一例として
、体温、皮膚温の上昇、呼吸数の上昇、血圧の上昇、発汗量の上昇、血糖値の上昇、体重
の上昇、胸囲または腹囲の増加、唾液量の増加、（食事後の）眠気、口内または舌の色素
量の変化などのうち少なくとも１つまたはこれらの組合せを食事時刻の推定に併用できる
。
【０２２０】
［動作情報］
　また、食事時刻の推定に心拍数と共に動作情報を併用することもできる。一例として、
顔全体の動き、口元の動き、頭部または上半身の動き、食物を持ち上げる時の腕の動き、
胃、腸または食道の動き、前傾姿勢などのうち少なくとも１つまたはこれらの組合せを食
事時刻の推定に併用できる。
【０２２１】
［音声情報］
　さらに、食事時刻の推定に心拍数と共に音声情報を併用することもできる。一例として
、咀嚼音、嚥下音、啜る音、食器具の音（カチャカチャ）などのうち少なくとも１つまた
はこれらの組合せを食事時刻の推定に併用できる。
【０２２２】
［テキスト情報］
　また、食事時刻の推定に心拍数と共にテキスト情報、例えば食事行為に関連するメール
、掲示板または投稿情報のキーワードを併用することもできる。
【０２２３】
［周囲環境情報］
　さらに、食事時刻の推定に心拍数と共に周囲環境情報を併用することもできる。一例と
して、食事特有の場所（店舗レベル、部屋レベル、食卓レベル）にいるという位置検知、
食事物が画像、例えばウェアラブルで撮像された画像中にあるという画像検知、食事の匂
いがするというイベント、呼気の匂いがするというイベント、口の中の匂いがするという
イベント、卓上物（醤油など）が動くというイベント、食器の重さが変わるというイベン
ト、食卓椅子が動くというイベント、周囲の照度が閾値よりも明るいというイベントなど
のうち少なくとも１つまたはこれらの組合せを食事時刻の推定に併用できる。
【０２２４】
［食事前の行動パターン］
　さらに、食事時刻の推定に心拍数と共に食事前の行動パターンを併用することもできる
。一例として、調理の習慣（ガス使用、水道使用、調理器具使用）、手洗い、買い物、冷
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蔵庫の食材数及び／又は重さの増加、直前の食事時刻から所定時間が空く咀嚼音、嚥下音
、啜る音、食器具の音（カチャカチャ）などのうち少なくとも１つまたはこれらの組合せ
を食事時刻の推定に併用できる。
【０２２５】
［食事中の行動パターン］
　さらに、食事時刻の推定に心拍数と共に食事中の行動パターンを併用することもできる
。一例として、テレビをよくつけるという習慣、上着をよく脱ぐという習慣、他人とよく
いるという習慣、会話するという習慣、所定の時間帯に食事するという習慣、食事中に写
真をとるという習慣、会議や睡眠などのように食事と同時発生しない行動が起こっていな
いという条件などのうち少なくとも１つまたはこれらの組合せを食事時刻の推定に併用で
きる。
【０２２６】
［食事後の行動パターン］
　さらに、食事時刻の推定に心拍数と共に食事後の行動パターンを併用することもできる
。一例として、食後の所定時間後によくトイレいくという習慣、食後によく寝るという習
慣、食後に電子マネーが減るという習慣、食後にベルトをよく緩めるという習慣などのう
ち少なくとも１つまたはこれらの組合せを食事時刻の推定に併用できる。
【０２２７】
［食事推定プログラム］
　また、上記の実施例で説明した各種の処理は、予め用意されたプログラムをパーソナル
コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することによって実現する
ことができる。そこで、以下では、図４８を用いて、上記の実施例と同様の機能を有する
食事推定プログラムを実行するコンピュータの一例について説明する。
【０２２８】
　図４８は、実施例１及び実施例２に係る食事推定プログラムを実行するコンピュータの
ハードウェア構成例を示す図である。図４８に示すように、コンピュータ１０００は、操
作部１１００ａと、スピーカ１１００ｂと、カメラ１１００ｃと、ディスプレイ１２００
と、通信部１３００とを有する。さらに、このコンピュータ１０００は、ＣＰＵ１５００
と、ＲＯＭ１６００と、ＨＤＤ１７００と、ＲＡＭ１８００とを有する。これら１１００
～１８００の各部はバス１４００を介して接続される。
【０２２９】
　ＨＤＤ１７００には、図４８に示すように、上記の実施例１で示した心拍数データ取得
部１１、加速度データ取得部１２、運動期間判定部１３、ノイズ心拍数除去部１４、窓デ
ータ作成部１５、特徴量算出部１６、摂食動作判定部１７、モデル作成部１３０、第１判
定部１４０、第２判定部１５０及びサービス提供部１６０と同様の機能を発揮する食事推
定プログラム１７００ａが記憶される。この食事推定プログラム１７００ａは、図１に示
した各機能部の各構成要素と同様、統合又は分離してもかまわない。すなわち、ＨＤＤ１
７００には、必ずしも上記の実施例１で示した全てのデータが格納されずともよく、処理
に用いるデータがＨＤＤ１７００に格納されればよい。
【０２３０】
　このような環境の下、ＣＰＵ１５００は、ＨＤＤ１７００から食事推定プログラム１７
００ａを読み出した上でＲＡＭ１８００へ展開する。この結果、食事推定プログラム１７
００ａは、図４８に示すように、食事推定プロセス１８００ａとして機能する。この食事
推定プロセス１８００ａは、ＲＡＭ１８００が有する記憶領域のうち食事推定プロセス１
８００ａに割り当てられた領域にＨＤＤ１７００から読み出した各種データを展開し、こ
の展開した各種データを用いて各種の処理を実行する。例えば、食事推定プロセス１８０
０ａが実行する処理の一例として、図４２～図４７に示す処理などが含まれる。なお、Ｃ
ＰＵ１５００では、必ずしも上記の実施例１で示した全ての処理部が動作せずともよく、
実行対象とする処理に対応する処理部が仮想的に実現されればよい。
【０２３１】
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　なお、上記の食事推定プログラム１７００ａは、必ずしも最初からＨＤＤ１７００やＲ
ＯＭ１６００に記憶されておらずともかまわない。例えば、コンピュータ１０００に挿入
されるフレキシブルディスク、いわゆるＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、光磁気デ
ィスク、ＩＣカードなどの「可搬用の物理媒体」に各プログラムを記憶させる。そして、
コンピュータ１０００がこれらの可搬用の物理媒体から各プログラムを取得して実行する
ようにしてもよい。また、公衆回線、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮなどを介してコン
ピュータ１０００に接続される他のコンピュータまたはサーバ装置などに各プログラムを
記憶させておき、コンピュータ１０００がこれらから各プログラムを取得して実行するよ
うにしてもよい。
【符号の説明】
【０２３２】
　　　１　　ヘルスケア支援システム
　　　５　　ネットワーク
　　１０　　センサ端末
　　１１　　心拍数データ取得部
　　１２　　加速度データ取得部
　　１３　　運動期間判定部
　　１４　　ノイズ心拍数除去部
　　１５　　窓データ作成部
　　１６　　特徴量算出部
　　１７　　摂食動作判定部
　　１８　　通信Ｉ／Ｆ部
　１００　　サーバ装置
　１１０　　通信Ｉ／Ｆ部
　１２０　　特徴量記憶部
　１３０　　モデル作成部
　１４０　　第１判定部
　１５０　　第２判定部
　１６０　　サービス提供部
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